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平成２８年勝浦町マラソン議会（ひな会議）会議録第６日目 

 

１ 招集年月日 平成28年３月23日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 議 ３月23日 午前９時28分   議 長  国 清 一 治 

   散 会 ３月23日 午後４時45分   議 長  国 清 一 治 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  仙 才   守       ２番  松 下 一 一 

       ３番  美 馬 友 子       ４番  麻 植 秀 樹 

       ５番  松 田 貴 志       ６番  篰   公 一 

       ７番  国 清 一 治       ８番  森 本   守 

       ９番  井 出 美智子       10番  大 西 一 司 

  ○欠席議員（０名） 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  中 田 丑五郎     副  町  長  福 田 輝 記 

   教  育  長  椎 野 和 幸             伊 丹 眞 悟 

   税 務 課 長  松 本 重 幸     福 祉 課 長  大 西 博 己 

   産業交流課長  野 上 武 典     住 民 課 長  笹 山 芳 宏 

   建 設 課 長  柳 澤 裕 之     教育委員会事務局長  河 野 稔 彦 

           山 田   徹             岡 本 重 男 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  久 木 喜 仁 

１ 議事日程（第６号）        

        開議宣告 

   日程第１ 諸般の報告 

   日程第２ 町政に対する一般質問 

１ 本日の会議に付した事件 

勝 浦 病 院 
事 務 局 長 

参  事  兼 
企画総務課長 

会計管理者 
出 納 室 長 
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   日程第１から日程第２まで（第６号） 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  



- 217 - 

            午前９時28分 開議 

○議長（国清一治君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから平成28年勝浦町マラソン議会ひな会議を開きます。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（国清一治君） 日程第１，諸般の報告を議題といたします。 

 法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは中田町長，福田副

町長，椎野教育長，伊丹参事ほか関係課長でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（国清一治君） 日程第２，町政に対する一般質問を行います。 

 通告表の順序に従って発言を許可いたします。 

 ５番松田貴志君の一般質問を許可します。 

 松田貴志君。 

○５番（松田貴志君） 皆さん，おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので，松田貴志，ひな会議の一般質問を通告順に従っ

て始めていきたいと思います。 

 ことしの若あゆ会議から，この議会の一般質問も録画してからインターネットで中

継する予定になっております。こうした形で，カメラは今庁舎内の１階の部分しか流

れていないのかなと思いますけれども，これからは全町的に，広く言えば世界的にも

この模様が発信されるということで，もっともっと私たち議員も研さんを積み重ね，

理事者に対してしっかりとした政策提案をする中で，よりよいこの勝浦町をつくり上

げればいいのかなと前向きに捉えておりますので，私たち議員も一緒になってこの勝

浦町をもっと全国的にも名をはせれるような町にしていきたいなと私自身思っており

ます。 

 今回，一般質問の項目に取り上げさせていただいておりますのは，たちまちの目の

前の課題が多くありますが，これについてはこの３月議会ということで予算が上がっ

てきており，来年，再来年，これからのこの勝浦町の将来に向けた提案の部分が多く

含まれておりますので，理事者の皆様におかれましても前向きな，また将来を見据え
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た広がりのある答弁をいただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 まず，１つ目の県道徳島上那賀線についてであります。 

 今年度までちょうど中角の生比奈小学校上手側の県道整備が行われ，完了しており

ます。このことについては周辺の皆様，また学校関係者の皆様は歩道も整備されたこ

ともあり，一つ安心な部分がふえたのかなと思います。今後の予定については，生小

の下手側の工事が予定されておられるということでございますが，この点について現

状，どのような工事の進捗状況か，また今後の予定等について建設課長より答弁を求

めたいと思います。 

○議長（国清一治君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） おはようございます。 

 議員おっしゃる質問は，徳島上那賀線の中角の進捗状況ということで，先ほども議

員さんのほうからおっしゃったように，皆様のおかげで，また関係者のおかげで生比

奈小学校から西300メーターは平成27年度に完成をいたしました。その後，来年度以

降の工事の予定ということでといいますか，事業の予定といたしましては，生比奈小

学校から東側の400メーターで歩道の計画の中で，現在は詳細設計を進めながら用地

及び工作物の補償鑑定の作業を進めております。それで，今後はその詳細設計が煮詰

まり次第，それに基づいて用地交渉を進めたいなというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） 西側って。今西側400メートル……。 

○建設課長（柳澤裕之君） 間違えました。東側です。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 今，課長から答弁がありました。東側の部分について，この

点については県が主体となって事業を進め，一日でも早く２車線化また歩道の整備等

が図られることによって通学している方，また通勤している方が安心して利用でき

る，そういった環境整備につながると思い，私自身も歓迎をしております。 

 ここで捉えたいのは，東ながらちょうど２年前，美馬議員の質問に対して中田町長

は，その当時は中角の県道整備の後で，横瀬橋下手の棚野地区の狭隘部分の工事が最

重要課題であると，町長も先頭になって，また県会議員とともに県に対しても強く要

望していくとの答弁があったわけであります。私も昨年の７月の若あゆ会議におい
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て，この棚野地区の狭隘部分の点について建設課長に現在の進捗状況を確認したとこ

ろ，以前からこの危険性を認めた上で県に対しても要望を続けている状況であるとの

答弁であったと思います。 

 この間，本来ならば以前の答弁を踏まえれば中角の西側300メートルは完成した暁

には地元で，地元，私棚野なんですけど，棚野で住んでいて議会の模様をいろいろと

見ていた中で私自身感じていたのは，中角の西側300メートルが完成すれば棚野の部

分についても積極的に県についても，また町長についても発信していって推進に向け

て取り組んでくれるのかなという感触を，私自身持っておりました。けどしかしなが

ら，２年前の美馬議員また篰議員も同じような質問をしておったんですけれども，こ

のときにはなかなか生比奈小学校東側の500メートル近いこの部分についての話は，

その当時はまだ出ていない状況で，降って湧いたような話であったんです。この点に

ついて何で当時の町として最重要箇所として考えていた棚野地区が後回しにされて，

中角の東側，生比奈小学校東側の改修工事のほうが現在進んでいるのか，この１点に

ついて町長のほうでもしわかるならば，答弁もされておりますのでお答えをいただき

たいと思います。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） おはようございます。 

 松田議員からのご質問でございます。県道上那賀線，県の管理道路でございます。

その点につきましては，私といたしましても町民の安全・安心というようなこと，そ

してまた経済活動，地域の活性化の観点から道路整備，特に本町におきましては３つ

の県道がございます，特に主要県道でございます，徳島上那賀線につきましては最も

重要な路線だというような認識もいたしているところでもございます。 

 これまでも県に何回となく足を運んでおりまして，道路改良の要望は行っておりま

す。議員もご指摘のように，以前から何十年も前から徳島上那賀線，棚野地区におき

ましては狭隘部の解消にとっては本町に最重要な要望箇所の一つであるというなこと

に，この考えには変わりはございません。必ず県に，沼江バイパスの要望をするとき

でもあわせて棚野地区の狭隘部分の解消に努めていただきたいというようなことは申

し上げております。 

 そんなことでございますけども，やはり県の考え方というものもございますので，
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今決して県道改良が進んでないというのであれば問題ありだと思うんですけども，徳

島市の青葉荘も市も拡幅ができております。また，Ｈ綱につきましても予算も来年度

ついております。そうしたこともございますので，道路整備は進んでいるわけでござ

います。 

 ただ，棚野地区が採択されていないというようなことでございます。道路管理者県

において多額の整備が要りますので順次進めていっていただけると思っております。

いずれにいたしましても，工事につきましては生比奈小学校の東の400メーター，こ

の区間について今詳細な改良工事に，事業に着手しておりますが，この点の事情につ

きまして，私も詳しくは，こういう事情があって棚野より先だというような事情は詳

細聞いてないというような実情でございます。ただ，何遍も申し上げますけども，棚

野地区につきましては最重要箇所だという認識は決して間違った考え方をしていると

思っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 以前の答弁と変わらぬ最重要箇所，要望箇所ということでお

っしゃっていただいた部分，私も信じたいと思いますし，多分以前質問された美馬議

員，篰議員におかれてもそういう気持ちを強く持つことによって，私たち議員も一丸

となって県に向いて要望活動もしていけるのではないのかなと思いますので，今後の

取り組みには期待はしたいと思いますが，実際前提としてこの生小の下手の部分が進

むことによって，全町的に見ればもちろん喜ばしいことと思うんです。しかしなが

ら，県の限られた予算の中でこの県道整備をするに当たって，以前の答弁しつこうに

言うてもしょうがないんですけど，中角の部分が終了後，棚野に取りかかってもらえ

るという期待感があった中で多少裏切られた感もあるし，県の動きの中にも多少不信

感が芽生えている部分もあるんです。そういった町長が再三再四県に対し要望してい

るにもかかわらず，こういった形で県道拡幅という部分においては喜ばしいことなん

ですけれども，町の最重要要望箇所という部分がないがしろにされている，そういっ

た部分があるという現状を踏まえた上で，やはり引き続き生小の東側の部分を改良工

事と同時にできる限り早い段階，一日でも早い段階で進められるような要望活動，ま

た私たち議員も協力いたしますので引き続き頑張ってほしいなと思います。 
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 これについては今後こういった場において間，間でいろいろと質問をしてまいりま

す。また，町として仮に地元でこうしてほしい，ああしてほしいという部分があれば

地元は地元で話できることと思います。以前のあの横瀬橋関連の工事のときはいろい

ろと地元で話ができず，まとまることができず工事が進まなかった事情があったの

で，県も少し神経質になっている部分があるのかなとは思いますが，そこらあたり町

として推進体制をしっかりと整えていただければ，地元もその方向に向かって一致団

結して進むことができると思いますので，この点についてもう一歩踏み込んだ取り組

みを今後期待したいと思います。この点についてはまた今後の動向を見きわめて，ま

た質問させていただきます。 

 それでは，次の質問に移りたいと思います。 

 消防体制の充実強化をということであります。 

 来年の春から，救急救命士が同乗した救急救命体制が整備される予定になっており

ます。このことに関しては大変私自身期待もしておりますし，安全・安心の町をこれ

から進めていく上で，最重要課題に据えていた常備消防がかなわなくなった今，この

点についてはいたし方ないのかな，救急救命士の同乗できた，こういった救急救命体

制が先行するのはいたし方ないのかなと私自身思っております。けど，こうした取り

組みの中で，一度今回頓挫したこの常備消防の設置という部分が後退していくのでは

ないのかなと私自身少し心配しております。この点について伊丹参事より，今後のこ

の常備消防設置に向けた具体的な取り組みについての見解をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） おはようございます。 

 消防常備化のほうの取り組みの経緯等につきましては，これまでも皆様方にいろい

ろご説明をしてきたところでご承知のとおりでございます。現段階におきましては特

に大きな動きはありませんけれども，町といたしましては従来どおり広域での体制を

つくっていきたい，目指していきたいと思っております。今は白紙の状態というか，

段階ですけれども，小松島消防との委託業務の協議の中でいろいろ県にも相談した経

緯がございますので，引き続いて県と今後の新しい方向性なり情報交換して協議して

まいりたいと思っております。最終的には常備消防を目指しますので，今回29年度か
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ら救急救命の体制も一緒にあわせて取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） この点についてすごく悩ましい部分があると思うんです。常

備消防を進めることによって救急救命体制，今回民間委託する部分が果たして常備消

防，消防署の部分において防災，消火の部分と救急救命の部分が別々で広域化できる

のかどうかという難しい問題もあると思うし，逆に常備消防が進めばその救急救命の

部分の民間委託がせんでもようなることにもなるんです。やけん，悩ましいところと

思うんですけれども，やはり地方自治体としてこの地域を守っていくという使命を担

う中で，この常備消防というのは設置しなければならないとなっていると思うんで

す。この点についてはいっときもこの取り組みが後退することがあってはならない

し，さらに一日でも早く常備消防の設置に向けて具体的にタイムスケジュールを切っ

て，本来ならば進めるべきとは思うんです。 

 先ほど参事のほうも，県とも協議をしていくという部分においては間に県に入って

もらって，広域化については進めていくほうがスムーズにいくと思いますし，仮に広

域化をお願いする自治体のほうも，間に仲介者がいることによってある程度何でも本

音で話しやすい環境もできると思うんです。この点についていろいろと今何点か挙げ

た課題はあると思いますけれども，一日でも早い設置に向けては努力をしていってほ

しいなと思います。実際今回の所信表明にも，この常備消防の点について引き続き取

り組む点が書かれておりました。この点について町長の今後の決意という部分，常備

消防設置に向けた思いという部分をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 常備消防，昨日もお話しさせていただきましたように，救

急救命の宮崎県から来年29年４月からスタートするというようなことはもうお話をさ

せていただきました。とりあえず今の現状からいいますと，必要性，特に迫られてい

るのが救急救命のことでございます。火災につきましてはケースだけで捉えますと，

年間一，二件というようなことでございます。決して軽い，重いの違いはないんでご

ざいますけども，取り急ぎのことからいいますと救急救命が非常に急がれるというよ

うなことでございまして，いろいろ調査研究した結果，いい事例が出てまいりました
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ので，これに取り組んでまいるというようなことでございます。しかしながら，議員

ご指摘のように引き続き常備消防化に向けては誠意取り組んでまいりますということ

でございますので，これからのことにつきましてもいろいろ県とも相談しながら対応

していきたいというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 一番悩ましいのは，財政負担の部分なのかなと思うんです。

広域化かそれとも単独かは別にして，仮に常備消防をするとなったら１年間今までの

予算プラス２億円余っての経費がかかってくる話で，ごっつい悩ましい部分と思うん

です。この点についても将来的なこういった財政負担も頭の中に入れてそのほかの財

政支出の部分においても取り組んでいかなければ，いざ常備消防が設置されるとなっ

たときにほかのサービスも削らなければいけなくなるんじゃないのかなと私自身すご

く心配してるんです。なんで，後にもいろいろ補助金の話も出てきますけれども，そ

れぞれの支出に関しても削れる部分は削って逆に伸ばすところ，出していくところは

しっかりと出していくめり張りのきいた財政運営もこれからは求められてくるのでは

ないのかなと私自身は考えております。 

 そこで次に移りますけれども，私自身，去年の４月からこの３月末まで地元の消防

団の分団長をしてます。もうすぐ終わるのでほっとしてますし，実際大きな火災もな

く水防で２回出動しただけでした。分団長をしているうち，団長のときもそうだった

んですけど，サイレンの鳴る音とかにはすごく敏感になって，夜やパトカーがサイレ

ン鳴らしながら走ったときやは飛び起きて心臓がばくばく，どきどきしたことが幾度

とありました。そういった，本来ならば消防署が設置されて，普通の自治体ならばそ

こまで緊張感を持って消防活動に従事しなくてもいい立場の住民っていうのが当たり

前であって，勝浦町は非常備消防ということで特異な地域なんだと思うんです。 

 そういった中で，ただでさえ人口が減って，この消防団員の確保という点において

は難しさを増している状況で，さらに240人という定数を維持する中で，今後の消防

団の確保に向けて行政も，今まで各地域，各分団にある程度お任せした状態じゃなし

に，行政から各地域，各住民に対して歩み寄って消防団活動の重要さ，また今消防団

として活躍，活動していただいている団員さんがいることによって，先ほど申しまし
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たけれども，多くの予算という部分も抑えられているという部分も全面に出していっ

てもいいのかなって私は思うんです。常備消防になったら２億円幾らプラス要ってく

る，その部分は現状においては子育て支援なり，また若者の定住，移住の施策なりに

回せているんです。そういった部分も含めて皆様が頑張っているので，今こうしたま

ちづくりに対して積極的に予算を振り向けられているという部分もしっかりとお伝え

して，さらに感謝の気持ちを持った上で今後の団員確保についても取り組んでいって

ほしいなと私は感じております。 

 はっきり言って今回，新入団員，私たちの分団は２人入ります。幸いなことにちょ

うど美馬議員さんの息子さんが１名入ってくれたり，またちょうど２人とも30過ぎて

るんですけれども，新入団員としてもう一名の方も入ってくれることになってます。

ここに至るまでこの１年間，団員総出で地域を回って，むげに断られることもありま

す。本人と会えず，家の人との面会で終わることもあるんです。時には消防団活動が

なかなか理解されてないのかなという部分もあったんです。そこらあたりの事情とい

う，ほかの分団も同じと思いますので，もうちょっと行政の何か後押しがあれば，行

政の消防団の重要性ちゅうんをしっかりと住民に共有してもらえるような，私もはっ

きりと何か知恵があるというわけでないんですけど，何かサポートしてもらえんかな

という部分がこの１年間とても強く感じておりましたので。何か参事として，参事も

この３月末で勇退されます。消防機動隊としても多分活躍されたと思います。消防団

活動もしっかりと理解されて，参事になられてからも積極的に推進してこられたと思

うんで，最後に団員確保へのアイデア，また処遇改善への取り組みなど今後の安定的

な団員確保，また消防団活動につながるような何かお知恵があれば，また取り組みを

検討されているならば何かお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 消防団員の確保につきましては，本当に皆さ

ん団員，分団長さん初め，本団もそうなんですけども，苦労されていること，私も身

をもってわかっております。本当に人口が減っておりますし，地域的にもいろいろ格

差が出ておりますので，大変苦労されているのを十分承知しております。 

 そういう中でいろいろ本団，それから分団長の会議の中でも団員の削減等について

議論がしばしばございました。ただ，今の時点では240名を確保したいということで
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役場，行政のほうからは本団，分団長さんにもお願いをしているところでございま

す。団員の皆さんは，消防もそうなんですけども，地域のリーダー，そういう活性化

の主役としても担っておるということもございますので，できるだけ地域の方と密接

に活動していただくということもございますので，できるだけ団員さんには数を確保

して地域で活躍していただきたいということでお願いしておるところでございます。 

 団員さんの処遇の関係なんですけれども，ご存じのように東日本大震災のときに消

防団員，かなり大きな被災をされまして，消防法が改正された経過がございます。改

正の内容につきましては，消防団員の身の安全を確保せえというようなことで装備面

についてしっかり安全対策をしなさいよということでございましたので，勝浦町もそ

の法律ができたすぐに，ご承知のとおり活動中の安全靴，これ防水，防火，今までは

なかったんですけども，これを対応するということで，そういう安全靴の支給もして

きたところでございます。今後についてもできるだけ団員さんのご要望を聞いて，そ

ういう安全の確保に係る経費等，装備等については確保していきたいと思っておりま

す。 

 もう一つ団員報酬の件なんですけども，町もいろいろ調べた経過がございます。そ

れで，前も言いましたけど，階級によって多少差はばらつきございます。それぞれ団

によって階級として果たす業務量が違っておりますので，当然地域によって変わって

くるというところがございますのでそういう差はありますけども，全体としたらそう

勝浦町が低い位置にはないということでございますので，今喫緊に見直しということ

は考えておりません。ただ，これからいろいろ消防のほうの常備体制のこともありま

すし，救急隊のこともございますので，そういう意味で消防組織であるとか団の運営

の見直しがこれから出てこようかと思っております。そのときには，処遇改善につい

ては検討して改善をしていきたいというふうには考えております。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） なかなか妙案がないんです。私も消防団活動していて，さら

に自分より若い子がちょっとでも点検日とか，１日，15日点検しますけれども，その

日に出てきやすいような環境をつくるのにいろいろ苦心しました。年齢層が広くて，

そこでとられるコミュニケーションも大事なんです。それがこれからの地域力にも生

かされることと思うんで。そこらあたりを，余り田舎的に濃いつき合いをし過ぎても
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若い子は毛嫌うんです。そこらあたりをほんまは特に団長経験者とか年いった団員さ

んがそういった思いをしっかりと持ってくれたらええんやけど，なかなかわかっても

らえん人もおるんです，中には。なんで，それぞれの団で苦労をされてると思いま

す。 

 先ほど今参事が言われた報酬について，全体的，平均的にとったら高いほうであっ

てとはおっしゃられましたけど，とりあえずの前提が違います，勝浦町は。常備消防

がないんです。ほとんどの市町村は常備消防があった上でのその補完的な消防団なわ

けであって，一義的には消防署，本署が対応して，それの補完勢力で消防団というも

のが存在している。だけん，そこは一緒に扱ってはいけないのかなとは思います。 

 具体的に今回質問する中で担当の方とも話をさせてもらって，報酬のアップも大事

なんですけど，今現在私たち水防に出ようが，火事に出動しようが，手当がないんで

す。大体の町村は出動したときに手当はついているんです。はっきりと調べてないん

ですけど，逆にうちみたいな条件のところはつけるべきなんかなって以前から私思っ

てました。しかしながら，その支給対象，支給の出動人員等把握する部分において，

各分団の手間になるっていう部分を心配されとったんです，担当の方も。そこはよく

わかるんですけど，しかし待遇改善が目的なんで，そこらあたりをクリアするのは行

政の仕事であって，そこの苦労を行政がすることによって団員が気持ちよく活動でき

るような環境になるんだったら汗かくべきやと思うし，苦労してでも取り組むべきな

と思うんです，私自身は。この点についてもう一度参事のほうから，報酬アップも含

めての手当について，これからもし取り組めるならば問題点も課題もあると思うんで

す，さらにどのようにしたら可能かどうかについてもお聞かせいただけますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 手当の話が出ました。これも私も他の団体で

は支給しておるということも承知しておりますし，議員さんおっしゃられますよう

に，出動の手当の支払いの方法がかなり分団のほうでは煩雑で，それぞれの印鑑もら

わないかんとか，誰が出てきとったかチェックせないかんとかということがあってな

かなか難しいところはありますけど，当然消防活動に出られ，当然必要な場合に出て

こられて活動されるんであれば，そういう手当は必要かなと思ってます。ただ，ここ

もこれから議論なんですけども，全体として考えるのか，それぞれ個々の活動の状況
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にあわせて手当を打っていくのかということも問題なんですけども，今のところは分

団員さんのご理解を得て全体の報酬ということで支給しておりますけど，今後繰り返

すようになりますけど，そういう個人的な報酬のほうが効果が上がると，団員の手当

としてはそちらの個人的な手当のほうがふさわしいというような議論が多いんであれ

ば，そういう議論もして対応していく必要もあるのかなというふうには考えてもらっ

ても，当然他の団体でもやってますので，そういう方向性も検討する必要も出てくる

のかと思っております。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 分団を運営するに当たって今参事さん言われたように，全体

的に運営費プラス報酬としていただくほうが運営はしやすいんです。個人的にもらっ

て運営するとなった場合，いろいろと支障が出てくるんです。なんで，その点におい

ては他町村の実施状況をしっかりと見定めて，またよそでしょんやけん可能と思うん

です。やれんことはないんです。ただ，私考えているのは，基本的な運営費っていう

部分をもう少し上げた上で，全体的に上げた上で，その報酬もしくは出動手当の部分

を各個人に払うなり，そういった割合を考えて支給するのも一つの手かなとも思いま

す。 

 やはり240名の定員を確保する，それが目的になっていて，現状では以前も話した

と思うんですけど，出てくる子と全く来ない子の差が激しいんです。ほりゃあ240人

を確保するからそうなって，しかし分団の中ではその出てくる子と出てこん子の待遇

って一緒なんよね。形的には報酬は同額なんです。この部分があるけん，やっぱり団

の中の雰囲気も悪うなるところもあるんです。何ぼ言うても出てこんし，逆にしつこ

うに出てきて出てきて言うたら余計出てきてくれんようになるし。ごっつい難しいん

です。全員がとは言いませんけれども，小さいときから余り社会とのかかわりもなく

育ってきて，今ちょうど20代，30代近くなってきとるぐらいの子かな，よく私は勧誘

行ったときにむげに断られる部分があったり，新しく仮に入ってきてくれてもなじめ

ず，早目に何年かしてやめていくような子がふえてきてると思うんです。そういった

ことも考えれば，もうどちらにせよ，しばらくの間は消防団を中心とした消防防災体

制を組まないかんのやけん，ある程度５年，10年を見据えてこの消防団組織っていう

部分を見直していってほしいなとは私自身思っております。この点についても参事さ
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ん，退職されるのでしっかりと次期，次の担当の方に引き継いでいただいて，この私

の思いも伝えていただければいいのかなと思います。ちょうど今おるけん，言う必要

はないんだろうけど。 

 引き続きそのままの流れで消防体制の部分の，ここの部分には機動隊を解体し，再

編成してはどうかと書かせていただいております。そもそものこの機動隊が設立され

たいきさつっていう部分，参事さん，今わかります。もしわかるならば，ざっくりで

いいのでお答えいただけますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 私も機動隊におりましたので，私なりの考え

でございますけど，やっぱり最近分団では団員さんについては町外に勤められるこ

と，特に昼間多くなってきたということで，昼間の分団員不足，これをカバーする意

味で消防力低下しないというようなことで機動隊，役場の一団体でございますけど

も，そこには少数ではございますけど，常時おりますので，最低限の人数で出たほう

が効率で消火活動が迅速で確実にできるということで結成されたものというふうに理

解しております。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） これは私，五，六年前ぐらいになるんかな，以前議員をして

いたときにこの機動隊のことについても一部触れた機会がありまして，その後当時よ

りもさらに年間の出動回数が減ってきている現状だと思うんです。先ほど町長さんも

触れられましたけれども，こうした中で当時機動隊が必要とされた状況からは大分，

住民の方の防火に対する意識も高まって，さらにガスからＩＨに変わったり，オール

電化されてきている現状の中で，火事という部分においてはこれからも減っていくと

いうか，現状ぐらいで推移していくのかなと私自身は感じているんです。そういった

中で，さらに職員数もこのところ行革の一環でずっと減らしてきたじゃないですか。

ここ何年かはある程度定数は維持されつつあると思うんですけども。 

 町の職員というのは，皆さん一緒と思うんですけど，役場の職員として採用された

ときに，町民の福祉の向上っていう部分を一義的に考えて，それに邁進するために職

員になったと思うんです。その一つにこの機動隊という任務があったのかどうかは，

その採用された当時はわかりませんけれども，多分機動隊に入るよって言われて採用
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された方はいないんじゃないのかなと私思ってるんです。実際その重要性も下がって

きて，さらにこれから職員が減る中で，職員一人一人の能力っていうのを最大化させ

て住民にしっかりと還元していく，そういった部分においてもまた職員の負担軽減，

現状においては月２回の，２回点検してるんですかね，１回なんかわからんけど，そ

れも仕事を途中で中断して点検せざるを得んような状況であったり，仮に休みの日で

あっても，最近は火事は減ってきたけれども，仮に町外で住んでる方でも環境が整え

ば出動せないかん，町内に住んでる人はもちろん出動せなあかん，さらにちっちゃい

ぼや等があって機動隊のみで消せる，対応できる場合はそれも仕事を中断してその消

火活動に行かないかんという部分が出てきとうと思うんです。何か私自身消防団とし

て携わる中で，そういった本来の職務に全うしてほしいんです。わざやく新たな任務

を与えてどっちつかずになるのもいけないし，さらにそれを言いわけにして本来の職

務に支障が出るのが一番問題じゃないのかなと私は考えています。 

 240名の定数という部分を維持することが難しくなっている現状で，今回提案させ

てもらっているのは，この機動隊の部分を解体した上で新たな，よその町村でもある

んですけど，役場の職員も入ってもオーケー，ＪＡの職員が入ったり，あと地域の特

に役場周辺の住民で意欲のある方が入った本来の形の機動隊，それも本団づけの機動

隊っていう形の組織をその中に入れた上での，また地区によって人口も240名の定数

を決めたときから大分さま変わりしてきて，地域によっては定数もふやさなあかん，

さらに減らすとこも出てくる。全体的な定数，240名も考える中で，この機動隊の解

体の中での再編成というのを今回検討してほしいなと，提案させていただいておりま

す。現状の私の説明の中でいろいろと参事さんも感じられるとこあったと思いますの

で，とりあえず所感をお聞かせいただけますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 役場の職員の最終的な目的は，町民っていう

か住民の生命とか財産，それから生活を守ることであると思います。その中でいろい

ろ行政に携わっておるというような状況でございます。隊員には役場の事務のほかに

消防業務を課しておりまして，大変苦労をかけておるということで申しわけないと思

っておりますけども，今の段階，今の状況といたしましては役場の職員にご理解をい

ただいて，被害，火災が発生した場合，最小限の被害にとどめるべく，体制としては
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今のやり方が一番有効なかなというふうに考えてます。新しいそういう機動隊，いろ

んな方を交えてつくるとなったらまた新しい組織になって，いろいろ機動隊のイメー

ジが違うんかもわかりませんけども，一役場の職員の隊員が各地区の方と一緒に機動

隊としてやるようになれば，今の分団とそう変わらなくなって，そのあたりの時間的

なロスとか，人数が集まるのか集まらないのか，ほういうことが大変危惧されますの

で，できれば今の役場の中で最小限の人数がおりますので，その方が常時集まりやす

い，集合しやすいというメリットもありますので，それを十分生かして，特に初期消

火にやっぱり重点を置いてますので，そういう効果を上げていきたいというふうには

考えています。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） この点についても大変難しい，悩ましい話とは思うんです。

今の部分で，私の聞き方が悪かったんで答弁がもらえなかったんですけれども，現状

ではこの機動隊の解体は考えていないと，現状維持の効率的な運営に努める感じの答

弁だったと思うんです。目の前の消火活動，ちょっとした初期消火を役場の職員が対

応できているので問題が，課題っていうのがなかなか出てこないんです。勝浦町全体

の消防団の組織の課題，問題点がなかなか出てこない部分はあると思うんです。 

 しかしながら，これから常備消防に向けて取り組む中で，やはり５年，10年はこの

消防団をずっと続けていかないかん。先ほど言うた部分でもう一回答弁してほしいん

ですけど，今240人の定数がおって，私自身は先ほども述べたように，機動隊を解体

して新たな組織をつくる，またそういった組織をつくる中でそれぞれの役場の職員

も，もし意欲があるならば各地域の分団に入ってもらって各地域の事情を直接肌で感

じて，また話する中でのコミュニケーションの中でいろんな課題も引き受けれるって

いう，またそういったメリットもあるのかなと思って，今回も提案もさせてもらいま

した。 

 もう一点答弁いただきたいのは，240人という定数の部分と，さらに今回も掲げて

ますけど再編，人数の割り振りの話の部分において，ここは移行の余地はあると思う

んです。各分団員ふえるとこには特にこれ以上苦労をかけるのもなかなか難しい部分

もあると思うんですけど，240人の定数の削減も踏まえた上での定数の割り振りのや
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り直しっちゅう部分は考えていただきたいと思います。この点についてのご答弁をお

願いします。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 240名の定員削減ということでございますけ

ども，先ほど言いましたように，地区によってかなり与川内，坂本地区なんかは人口

が減ってきて苦労されてるってことも知っておりますし，逆に棚野，久国区内あたり

は人口ふえてますので，若い方の数は奥より多くなってきております。ただ，それぞ

れ団員さんの実情を見れば，全体的としては町外へ出ている方が大変多いということ

もございますので，人数が多いから必ずそこで確保できるとはなかなか言いがたいと

ころもあります。これ団員のときに住所も当然聞いて，町内におるおらないもチェッ

クさせていただいての話なんですけども。そういうこともありますし，団員の削減の

話をしますと，減る一方でなかなか維持できないんじゃないかと，どんどんどんどん

減って，それぞれ皆さん仕事のこととかご家庭の事情があって，それを当然私どもの

ほうは考慮せないかんのですけども，やはりそのあたりの線引きが大変難しいという

ことで，私仕事しておるからちょっとできませんわと言われたときになかなか確保は

しにくい，もう押していけないと，確保していけないというような事情もございまし

て。 

 できるだけ先ほども言いましたように，多くの団員数を確保しといて，その中でで

きるだけ来ていただける方を，火災時に来ていただける方を確保していくという形に

したほうが地域住民というか，災害時には安全性を担保できるんじゃないかというふ

うな考え方から，人数は一定，今240名という体制はできるだけ維持していきたい。

当然これから人口が減ってまいりまして，なかなか240名も維持できなくなれば，絶

対できないというふうな状況になれば当然再編，常備消防の消防本部も含めて検討し

ていくべきものであると思いますけども，そういう意味からしてできるだけ消防団員

の方それから地域の方にご理解をいただいて，できるとこまではこの240名を確保し

ていきたいなというのが私どもの考え方でありますし，今それを本団なり分団長さ

ん，団員の方にお願いしていっているところでございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 今回，提案させてもろうたんも，分団の運営をしている中で
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いろいろ支障が出ているから，こういった提案もさせてもらってるんです。今240人

の定数は維持していきたいとのことでしたけれども，実際先ほども申しましたが，や

はり１割，２割，各分団来ん子っておるんです。はっきりと，今度もし可能ならば拾

い上げてほしいんですけど，どれぐらいおるか，実際の年に常の定期点検に来ない

人，さらに出初めと入隊団式以外は来ん子とか，さらにそれさえも来ない子もようけ

おると思うんです。分団で活動している立場からしたら，その１割，２割定数を減ら

すことによって，現状のことを考えればそこの人らを無理やり引きとめる必要もな

く，スムーズにそのときは運営はできると思うんです。 

 確かに参事さんはおっしゃるように，将来的なこと考えたら，定数を減らすことに

よってまた減らした中で同じような色分けもされてくる可能性も出てくると思うんで

す。しかしながら，現状そういった問題があるということにおいて，全てを分団，分

団員任せにするんではなくて，もうちょっと踏み込んだ行政としてのサポートなりア

イデアなりを出して，もうちょっとさらに装備を充実するだけでなしに，一番大事な

のは運営と思うんです。いざ何かあったときに指揮，命令系統がしっかりと働かなん

だら消防ちゅうのは機能せんし，ふだんの点検が物を言うと思うんです，点検，訓練

が。 

 そこらあたりも踏まえて今後の課題と思いますけれども，最後に町長に，先ほどの

常備消防の点については引き続き取り組んでいくという中で，この消防団活動の先ほ

どの報酬の部分も含めて，さらに定数，また各分団の定員の再編なりも含めての今後

の取り組み，お考えについてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 消防団のことでございまして，町民の財産，生命を守って

いただいてるというようなことで，常備消防を持たない勝浦町にとりましては非常に

重要な役割を担っていただいております。特に私も常々申し上げておるのは，専門的

な消防団団員でございませんので，十分無理をしないように，けがをしないように，

決して指揮命令は守っていただきたいというようなことでいつも申し上げているとこ

ろでもございます。 

 待遇面，定員の見直し等々，ご質問いただきました。分団長会議でもそうしたこと

が，町のほうから殊さら減すとかという話はしておりません，240名をぜひとも守っ
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ていただきたいというようなことをお願いをしているような段階でございます。それ

と，最大の懸案でございます，先ほどから申し上げております常備消防を持たない消

防組織でございますので，やはり若い人が少なくなっている，そしてまた町外に勤め

ている人も多くなっているというようなことで昼間の団員さんが非常に少なくなって

おりまして，初期的な消火活動，確認事項もなかなか難しい状況にもなっておりま

す。先ほどから出ております機動隊にはそうした役割を担っていただいているという

ようなことでございまして，今後とも最終的な話になりますけども，常備消防に向か

って一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 引き続き，取り組んでください。分団長会議に出てきている

分団長さんは，意外とシャイな人も多くて，思ったことを伝える部分ってなかなか難

しいと思うんです。なんで，その点においてやはり待ちの姿勢じゃなしに，踏み込ん

でいって各分団に，それこそ現状でいうたら９分団，さらに機動隊があって，さらに

本団があります。月に１回でも，１カ所ずつ回っても１年あったら回れるんで，いろ

いろと膝つき合わせて話する中で，各分団の課題，問題点を聞きに行く姿勢も必要な

んじゃないのかなとは思いますんで。これは多分できることと思います。次期参事が

担当なるんか知りませんけれども，この部分はしっかりと実現に向けて取り組んでほ

しいなと思います。そういうことによってまた距離感も縮まって，行政に対しての信

頼感，お互いの信頼関係も築かれていくのかなと思います。この点については引き続

き努力をお願いいたします。 

 続きまして，スポーツ行政の推進でございます。 

 私自身，13年前になるかな，議会に立たせてもらったときの一番最初の課題，テー

マとしては，スポーツによるまちづくりという部分を掲げて議会活動をスタートさせ

ました。そういった中で，ちょうど昨年久しぶりに，９年ぶりになるかな，町民祭が

復活して，この町民祭によってにぎわいや，さらに住民同士の交流等がスポーツによ

ってしっかり醸成されていくというスポーツがもたらすメリットというか，よい部分

が皆様の中でも共有されてきたのではないのかなと私自身考えております。 

 今回提案させていただいている幼少時にスポーツに触れる機会づくりをという部分
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でありますけれども，幼少期という部分において多分皆様一度は耳にしたことがある

方もおられると思うんですけど，ゴールデンエイジっていうスポーツ，何でも習い事

にしても何をするにとっても一番吸収しやすい発達，さらに成長を促すことのできる

２歳ぐらいから12歳ぐらいっていう部分をいわゆるゴールデンエイジということでご

ざいます。今回，提案させてもらう部分において，特に体力だけでなしに，スポーツ

に携わることによって相手への敬意や思いやりや，そういった気持ちを学んだり，チ

ームプレーを通して仲間と協力することの楽しさを感じたりすることで心の成長も遂

げられるのかなって思うんです。それぞれの子供の成長には，個人差っていうのはあ

ると思うんです。しかし，その個人差っていうのを少しでも縮めることのできる，幼

少期にスポーツに取り組むことによって，ただでさえ可能性に満ちあふれた子供たち

がその可能性をさらに伸ばすことのできるっていう部分っていうのは，スポーツに携

わる，また指導されている方の中では共有されているゴールデンエイジ，そういった

大事な時期なんじゃっていう部分はあると思うんです。 

 そこで，現状で言えば，今回局長のほうに調べてもらったんですけど，勝浦町の小

学生においてスポーツにかかわっている子供の数っていうのはざっくり見積もって半

分ぐらい，半分ぐらいは多分なかなか定期的にスポーツをしているような状況でない

のかなと，体育の授業程度の部分なのかなと思うんです。何でそういうことが生まれ

るかと言えば，やはりちっちゃいときに身近にスポーツに触れ合う場所がなかった

り，きっかけがなかったりするんではないのかなって私は考えます。 

 実際昨年，学童保育を対象にＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓのほうが指導者派遣を２回ほどし

て，そのときに学童に通っているお子さんたちにその指導者がさまざまな体の運動遊

びみたいなことをさせたらしいんです。それをさすことによって，体を動かす楽しさ

っちゅうんを覚えたんかな。その後に10名ほどがＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓの今行っている

教室のほうに一度足を運んで体験して，今でも引き続き来ている方もいれば，またそ

のときの思いが高まっとった流れで来ただけに終わった子もいるんです。ていうこと

は，継続的にこういった取り組みっていうのを尽くしていく必要があるんじゃないの

かなと私自身考えております。 

 まず，１点目の小学生以下のＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓの会費について，全額町の負担に

してはどうかという部分なんです。教育長にお尋ねしてるんですけども，この点につ



- 235 - 

いて，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓ設立当初はとりあえず導入段階なんで会費の部分を，たし

か小学生以下だったかな，対象に無料にしてた経緯があったと思うんです。そのとき

はお金も要らんけんちゅうて，いろんな教室に参加してくれていた部分はあったと思

うんですけど，なかなか町民全体にスポーツが浸透していないというか，従事してい

る子供が少ない現状でちょっとでも裾野を広げていく中で，先ほども申しました体

力，知力さらに体力に伴う健康の部分であったり，さらに体を動かすことによって脳

のほうも活性化して，それがええようにとったら勉強のほうにも向かっていく可能性

もあるのかなって私自身は考えているんです。 

 そこで，今Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓにおいてはさまざまな教室をしてます。Ｋ－Ｆｒｉ

ｅｎｄｓの中には，スポーツ少年団も一応傘下には入っている状況なんです。とりあ

えずの導入段階，きっかけづくりにおいて，親の経済的負担も考えれば，その会費を

なくすことによって少しでもスポーツに携わる機会がふえるのかなって私は考えまし

た。この点についてとりあえず教育長の現時点でのお考えをお聞かせください。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 改めましておはようございます。 

 ただいま議員のほうから熱い気持ちを語っていただきました。さすが勝浦町体育協

会の会長であり，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓの理事もお務めいただいておる方だなというの

を改めて認識したところであります。 

 小学生のＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓの会費，年会費，これを全額町の負担ではどうだろう

かというご提案をいただきました。スポーツの効用につきましては，これは議員とも

認識にずれはないというふうに思っております。また，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓの組織強

化や組織の拡大といったことについても，町はいろいろな角度から側面的に支援をさ

せてもらっておるというところでございます。 

 その一例といたしまして，先ほど議員のほうからもお話の中に出てまいりました

が，町内のスポーツ少年団です。これにつきましてはＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓに加盟をい

ただくというふうなことになっておりまして，それまでの進化形といたしまして，本

町の総合型地域スポーツクラブに加盟した小・中学生５名以上の町内団体というもの

の競技スポーツ団体，これに対しましては申請によりまして，町内に住所を有する構

成員という形にもなりますが，１人当たり年間2,000円という金額を競技スポーツ強
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化支援金という形で交付をしております。 

 繰り返しになりますが，議員よりスポーツクラブの会費を町の負担でというご提案

に対しまして，今申し上げましたとおり，クラブ，ひいては会員に対して側面的には

いろいろな形で支援をしておりますが，直接支援というご提案でなかったかというふ

うに思います。直接支援となりますと，一クラブであること，それから種目がスポー

ツか否かといったところの線引きがどうやって行うのか，さらにはスポーツのみの支

援で他は配慮しなくてよいのかといった整理する項目がたくさんあろうかというふう

に思います。このことから，総合型地域スポーツクラブへの側面的な支援というのは

引き続き継続してまいりたいというふうに思いますが，直接支援につきましては，当

面はご容赦をいただければというところでございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） むちゃな提案だったんで，そういう答弁に持ってくると思っ

ていたのですが，やはりスポーツによって得られるメリット，悪いところはないと思

うんです。一人でも多くの子供がスポーツに携わることによって生かされてくる部分

というのは，数え切れんほどものが出てくると思うし，可能性というものも未知数と

いうか，伸ばしたら伸ばし，伸ばして伸ばしてどんどんどんどん成長していくんかな

って，私子育てに携わっていて思います。その点において先ほど教育長おっしゃった

ように，スポーツという部分で線引きすることによって多分不公平感等の問題も出て

くるのかなという部分で，たまたまＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓにおいて文化的な活動もして

いるし，さらに定期的に多分町の支援等の中でいろんな行事も行っています，現在。

スポーツだけじゃなしにさまざまな形でＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓ，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓて

固有名詞言うんもどうかなと思うんですけど，実際町の現状でスポーツ支えている団

体てＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓと思うんです。なんで，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓの，先ほども少

し触れられましたが，運営の部分ももちろん支えっていう一面もあると思うんです。

その部分も踏まえて何らかの，一義的には子供たちがスポーツに触れ合うきっかけを

つくるっていう部分において，何かいいアイデアがあればもっともっと子供たちがス

ポーツに取り組んでくれるのかなって私思ってます。 

 今触れてたスポーツ少年団については，もうスポーツ少っちゅうたら，競技スポー

ツになると思うんです。しかしながら，そのスポ少さえも入る子供が減ってきている
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状況と思うんです。ただでさえそのスポーツ少年団の人数を確保するのが難しくなっ

てきている，さらに中学校に行けば団体チームの人数の確保が難しくなっている，こ

の点においては幼少期のスポーツに携わる，携わらんの部分において将来的なそこら

あたりの方向性も変わって，子供の考え方も変わってくると思うんです。 

 教育長がどれだけスポーツ行政，スポーツの可能性という部分を感じておられるの

か，答弁聞いてたらよくわかります。しっかりと認識もされて取り組んでいかれるよ

という思いも伝わってきたんですけれども，いま一歩現状の子供たち，特に幼少期に

おける子供たちに対して，いま一歩もう一押しの行政のサポートがなければ，このま

ま勝浦町のスポーツ行政は衰退していく一方と思いますし，スポーツ少年団やっても

チーム数も減らさずを得ん，また競技数も減らさざるを得んような状況は目の前に来

ていると思うんです。今支えることによって最低限，１競技，１種目のスポーツ少年

団を確保するとかっていう部分においては文武両道，スポーツしながら勉強もする，

そのことによってさらに充実した成長が見込めるのかなって私自身思うんで。もう一

歩この点について，確かに会費を無料にする部分，大きな財政負担にもなると思うん

ですけど，もっともっと得られるものは将来にかえて何倍にもなって返ってくると思

うんです。その点も踏まえて，会費は確かに難しいんかもしれんけど，実際現状で言

えばそれぞれスポーツ少年団，また私の子供も入ってますけども，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄ

ｓの会員になれば漏れなくと言っちゃなんですけど，保険料とかも負担をしなくちゃ

いけないんです。その保険っていうのはスポーツ保険っていって，運動だけじゃなし

にほかの活動とかにもいろいろ活用できるっていう部分があるので，そういった部分

のサポートっていうのはどうお考えですか。答弁お願いできますか。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） まず，国の話をしますと，東京オリンピックが決定になっ

たときに日本国民はもろ手を挙げて感動をしました。その後，４年先のオリンピック

に向けてスポーツ庁も発足をされました。そういったことで議員おっしゃるとおり，

スポーツに対する人間形成上の期待というのは全員が認めておるところでなかろうか

というふうに思っております。足元の経済的負担それから支援というところでありま

すが，先ほど申し上げましたとおり，気持ちは十分わかります，私も同じ思いであり

ます。一方，クラブは運営をしていかなければならないので，クラブは収入が必要と
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なってまいります。となれば，支援は直接支援をしなければならないのかなというと

ころからいきますと，効用，将来にもたらす効果，これについては十分理解しておる

つもりでありますが，現時点におきましては少し待っていただきたいというか，ご容

赦をいただきたい。気持ちはなえておりません。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） この点について気持ちは十分，私の思いも伝わったと思いま

すし，教育長の考えも私自身よくわかりました。なんで，今回ここには触れてないん

ですけど，今後の課題として，実際子供たちも，私はスポーツを推してます，自分が

勉強嫌いだったんもあるかな，スポーツを推してます。スポーツでかけがえのないも

のを得られてきたという部分私自身感じてますので，スポーツのよさっていう部分は

これからも推していきたいと思いますが，この中でやっぱりスポーツに対してさらに

文化的な活動，また勉強であれば塾に行ったり，またピアノ教室に行ったり，習字の

教室に行ったりいろいろと習い事ってあると思うんですけども。ごめんなさい，多分

ざっくりで構いませんので，今後の課題として，特にこれから特色ある学校づくりが

なかなか進んでいっていない現状でやはり子供，児童・生徒一人一人の個性を伸ば

す，そういった取り組みも必要なんじゃないんかなて私自身感じてますし，仙才議員

が以前おっしゃっていたような文教の町として売り出していくのは，しっかりと町外

に向いても，勝浦町っちゅうんはここに力入れとんじゃ，子育てと教育に力入れとん

じゃっちゅう部分でアピールできる部分と思うんです。 

 そこで１点，思いつきではないんですけれども，そういった部分において保護者負

担を軽減するためにもよく教育バウチャーっていう言葉があると思うんですけど，子

供１人に対して年間数千円，何万円のクーポンを配って町内で開業しているＫ－Ｆｒ

ｉｅｎｄｓ等スポーツ教室，またスポーツ少年団等そういった部分の会費とか月謝に

使えるようなクーポンを提供していって子供の可能性を伸ばしていく，こういった取

り組みもひとつこれからの子供たちの可能性を伸ばす一助になるんかなって思うんで

す。申しわけないです，急な質問になったんですけど，お答えいただけますか，その

点について。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 
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○教育長（椎野和幸君） 教育バウチャーのご提案をいただきました。確かにいい手

法であろうというふうに思います。今後，議員にはいろいろなアイデアの引き出しを

お持ちのようですので，ともにアイデアを出し合いながら子供たちのために進んでい

けたらなというふうに思います。どしどしとご意見をいただければ，我々もともに検

討していきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） また，この点についても研究して，新たなるさまざまな私の

思いもこれからも伝えていけたらなと思います。 

 先ほども教育長触れましたけれども，オリンピック選手が勝浦町から出てほしいっ

て，どれだけ盛り上がるかを想像したらぶっち夢が広がるんです，そこってスポーツ

でなかったらなかなかできんことやとも思うし。そういった一流のトップアスリート

を育てる，その中から出てきてもらえるという夢のある取り組みについても，今後は

何か子供たちが夢が描けるようなことを取り組んでいってほしいなと思います。 

 ちょうど28年度の予算に，日本サッカー協会の指導者を招聘して勝浦町において２

こまの講習会を開いてもらうっていう部分を，議案審議の中で説明を受けました。導

入段階では，ああいう部分は私自身必要と感じてます。いろんなスポーツがあって，

そのトップアスリートがどういった経験のもとで，どういったものを自分自身身につ

けて，現状ではどれだけの思いを持ってみんなの前に接してこういった活動をしてい

るっていう部分の生の声を聞くことによって，子供も新たな気づきも生まれるし，将

来の目標も，新たな目標も出てくると思うんです。しかしながら，この間の質疑でも

ちらっと言うたけど，１日の取り組みのためにそれだけの予算を費やす，もちろん費

用対効果を言えば切りがないのかもしれんのやけど，私はもったいないのかなと，勝

浦町の現状を踏まえればまだまだもったいないのかなって感じてるんです。必要に駆

られて出てきた事業でないような，私，感覚をこの間の説明のときに感じたので。 

 この２番目に書いている保育園，小学校に専門知識を有する指導者を派遣してはど

うかという部分において，実際保育園の保育士さん，さらに小学校の先生，さらに，

ここには書いてないんですけど学童保育の指導員，それぞれ講習等は受けていると思

うんですけど，体育についての。専門的な知識という部分においては，なかなか持ち

合わせていないのが現状でないのかなと思うんです。先ほど私が説明したように，こ
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の幼少期のスポーツっていうものは大変重要で，ここをどう教えるかによって，どう

やって取り組ませるかによって，この子供がスポーツを好き，嫌いになるっていう部

分ははっきりと分かれてくると思うんです。 

 そこで，一時的なこういった刺激を与える事業ももちろん，絶対あかんとは言いま

せん，必要な部分はあると思うんです。しかしながら，そういった部分の気づきをこ

れからさらに伸ばしていくに当たっては，きめ細かな指導っていう部分は絶対必要に

なっていくと思うんです。この点において，今回私が指導者を派遣してやっちゅう部

分においては，この子供の可能性を最大限引き出すためには，質のよいスポーツ，さ

らに指導者っていう部分を派遣，さらにその派遣することによってその指導方法を身

近に保育士さんまた学校の先生，さらには学童の指導員が学ぶことができると思うん

です。この点について今後の課題です。Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓに来ていただいている講

師さん，すっごくフレンドリーで，子供に対しての接し方もわかってますし，ちゃん

と資格も持って指導に当たってもらってます。こういった方を週に１こま，月に２こ

ま，それぞれの部分に派遣することによって得られる部分っていうのは，もう大きい

はかり知れないもんって私自身感じてます。この点について教育長，どのようにお考

えなのか，お答えお願いします。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） スポーツクラブの指導者を学校，保育園そして学童クラブ

などに派遣をしてはどうかというご提案を頂戴したかと思います。狙いからいたしま

して，議員のお話の中にも出てまいりましたけれども，スポット的に取り扱うという

んじゃなくて，継続して取り組みをしていかなければならない事業なのかなというふ

うに思います。そういった意味で私の認識しておるところでは，小学校の授業にＴ

Ｔ，チームティーチングという形で派遣をしておる自治体がございます。しかし，授

業への派遣ということでございますから，無資格というわけにはまいりません。教員

免許を持った職員を相応の報酬でもって自治体が雇い，そして学校に派遣というふう

な形の形態をとっておるところがございます。その効果は単年度のみならず，将来に

わたっても及ぶものとは理解はしておるつもりでございますが，ご提案のうち小学校

への派遣ということにつきましては，現時点においてはご希望に沿えないというとこ

ろをご理解をいただければなというふうに思います。 
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 なお，議員もこれはご存じのとおりでございます，国におきましては中央教育審議

会，中教審ですね，こちらのほうで専門的知識を持つ人や地域と協力するチーム学校

の制度設計の答申をしております。前回の議員からの質問の中にも出てきたかという

ふうに思いますが，これを受け文科省では2017年，ことしじゃなくて新年度になりま

すが，17年度以降においてその答申を反映をさせたいという意向を持っておるようで

ございますので，その動きを見ながら，議員のご提案もしっかり頭の中に入れておき

たいなというふうに思っておるところであります。 

 次に，保育所，学童クラブについてでございますが，私自身の知識が薄く，軽々に

口にはできないんですけれども，学童の敷居というのはそう高くないんではなかろう

かなというふうに思っておるところでございます。ただし，推進員を派遣する，指導

員を派遣するということになれば，指導員の派遣料という問題も出てこようかという

ふうに思います。学童クラブの経営問題というところにも及ぼうかと思いますので，

そういったところについても配慮が必要かなというところで答弁とさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） ざっくりな計算で申しわけないんですけど，１こま5,000円

としても160こまできるんです。比べたらいかんと思うんです，今回の教育委員会が

提案されている事業と比べたらいけないと思うんですけど，やはりその160こまで得

られるものとその１日で得られるものを比較したらいかんのかもわからんけど，私は

比較したいんです。その160こまで得られるほうがどれほど大きなものかというの

は，私は確信を持って言えます。先ほど教育長のほうで小学校のほうではなかなかそ

ういった派遣は難しいとの答弁であったんですけど，ごめんなさい，私余り理解して

ないんで，そこらあたりの詳しい部分の説明だけお願いできますか。なぜできないの

か，小学校について，そういった指導者派遣について，なぜできないのかお願いしま

す。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 地域のボランティアで授業のお手伝いというスポット的な

ものについては大丈夫かと思いますけれども，継続的に事業として取り組むというふ

うな形になれば，授業を進めるには教員免許がなければ進んでいけないというところ
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で，先ほど申し上げました私の認識しておる，派遣をしておる自治体についても，そ

れなりの免許を持った者を雇用をして相応の報酬でもって派遣をしておるというとこ

ろで，勝浦町として現在経済的な負担ができないものですからご容赦をいただきたい

ということをお願いしたところでございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） これについては以前，私一般質問でもスポーツ指導員，石井

町のほうで現在１名雇われていると思うんですけど，その点について質問させてもら

いました。その経緯もあってやはり財政負担という部分が係ってくるのかなと，また

人員の確保も必要になってくると思うんですけれど，何遍も言うんですけど，やっぱ

りスポーツに取り組むことによって得られる果実っちゅう部分の大きさ，これについ

てははかることのできないものが得られるのかなって私自身思ってますので。教育長

自身，これから国の動向も踏まえながら，部活指導員が定着してきた暁には自然とそ

ういった人員を雇って小学校に派遣したり，またあいている時間には学童もしくは保

育所のほうにも派遣して，自由な立場で動けるような，そういったスポーツの指導員

を町で雇ってほしいなっていうのが私自身の最終の目標なんですけれども。その点に

ついて思いはわかりましたので，これからも引き続いて国の動向も注意しながらにお

いても，勝浦町独自の取り組みっていう部分において，しっかりと費用に見合った効

果が得られるような，必要に駆られてみんなの声が多く出てきた部分によって予算を

つけれるような，必要性に応じた予算づけがなされるように，これからも取り組んで

いってほしいなと思います。 

 最後に，今の議論を聞く中で，町長もずっとスポーツされてきて，今回も町民体育

祭を復活させて，さらに28年度も引き続き実施されるということでございます。所信

表明のほうにもＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓへの支援についてもたしか触れられていたとは思

うんですけれど，スポーツ行政の分だったかな，その点についても今後，町長として

今議論の中でいろいろ出てきました。この子供たちへの，スポーツへの取り組み，さ

らにきっかけづくりについて町長として今後どのように進めようと思っているのか，

また行政として支援をされようとお考えなのかをお聞かせください。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） スポーツを通じてというようなことで，教育長のほうから
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答弁をしたところでもございます。私としましては，設立をしたＫ－Ｆｒｉｅｎｄ

ｓ，当初から非常に支援をしておりましたし，大きな期待もいたしておりまして，町

民体育祭にかわるようなスポーツクラブにというようなことで主体にやっていただい

たときもございます。いずれにいたしましても，核となるＫ－Ｆｒｉｅｎｄｓをしっ

かりとサポートしながら町民の健康づくりに取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 済みません。申しわけありません。大分時間がかかっていま

すので，淡々と進めさせてもらいます。 

 続きまして，産業……。 

○議長（国清一治君） 小休しようか。大分長くなってますので，大きな項目まだ２

つありますので，11時10分まで小休します。 

            午前10時55分 休憩 

            午前11時08分 再開 

○議長（国清一治君） 再開します。 

 引き続いて５番松田貴志君の一般質問を続行します。 

 松田貴志君。 

○５番（松田貴志君） 続きまして，産業振興について質問をしていきます。 

 町の基幹産業としての農業，みかんの可能性を推しはかるためにも，新たな担い手

に対して魅力ある発信をするために，いま一度客観的に行政のかかわりを検証する必

要があると考えます。そこで，長年にわたり，勝浦みかんのブランド化として取り組

んでこられましたが，このブランド化というのは終わりがある取り組みなのか，また

この何をもってブランド化と捉えておられるのか，産業交流課長にお聞きいたしま

す。 

○議長（国清一治君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 平成23年度から，勝浦町総合振興計画の中で勝浦み

かんのブランド化に取り組んでまいっております。総合計画の期間につきましては

10年ということになっております。そのときには，そのブランド化への取り組みにつ
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いてある一定の成果がお示しできるようになっていなければならないものと思ってお

ります。それがどういったものかと，例えば統一段ボール等に取り組んでおります

が，目標として50％の利用率が図られているといったようなものになるかと思うんで

すが，ただその終わりを迎えてもまだブランド化への新たな課題というものは生まれ

ているかと思いますので，そこでその取り組みを全て終えてしまうというものにはな

らないのでないかというふうに考えております。 

 それから，何をもってブランド化ということでございますが，１点で例えばみかん

を下さいというのでなく勝浦みかんを下さいと言ってもらえるように知名度を高め

る，２つ目が統一した栽培方法や貯蔵方法で高品質のみかんを生産する，そして最終

的な目標としては農家が確かな経営で成り立つ販売方法，それから販売先の選定，生

産方法など，こういったものを進めることで他の産地と差別化を図り，勝浦みかんの

ブランド化が形づくられているものと捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） ブランド化のお考えについては理解いたしました。しかしな

がら，ブランド化が目に見えて進んでいるかとなると，なかなかこの５年間で進んで

いない状況でないのかなって私は感じます。その進んでいない，ボトルネックになっ

ている部分というのは，何点かは問題があるのかなって思ってます。よその産地を見

れば，ＪＡが主導になって販売体制を確立して，ある程度の生産量をもって市場に大

量に送り込めるような体制をとってます。そこらあたりどうしても勝浦町は個選農家

が多くて，なかなか販売体制の一本化っていうのは難しい現状も私自身理解をしてお

りますが，このブランド化，今後５年間かけて今課長おっしゃられた段ボール50％，

またしっかりと勝浦みかんを下さいって言うてもらえるようにするには，今後どのよ

うな取り組みが必要になってくるとお考えになっているのか，答弁お願いします。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） まず，始めたのが統一段ボールということで，出荷

形態が同じようなものでというようなところをあらわせるものかなということで始め

ております。そのほかに今26年から勝浦みかん生産販売促進協議会というのを立ち上

げまして，みかんの品質調査であるとか，土壌の改良，そういったものについて取り
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組んできております。昨年，その協議会の中で話し合われたところで，統一した栽培

方法といったところの隔年交互結実の方法について，栽培方法について多くの農家が

取り組んでもらえるような方策といったものについて検討を始めておるところでござ

います。そのほか，６次産業化のほうに入ってしもうてあれなんですが，そういった

もののつながりからもう少し勝浦みかんをＰＲできる方策はないかということで，今

マスコミ等を利用した販売方法というのを検討いたしております。そういったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 実際専業でやられてるみかん農家さんは個選の方が多くて，

わざわざブランド化しなくても経営が成り立っている農家の方が多いんじゃないのか

なって私は端から見て感じ取れます。このブランド化については課題は多く，50％の

実現に向けてなかなか厳しい数値目標であるとは私自身考えておりますが，今課長お

っしゃったように，６次産業化も含めてのＰＲ活動をする中でこの数値に近づけたい

という，多分お考えだったと思うんですけど，やはりまだまだこの点について改良

の，取り組みの改善の余地はあると私自身感じてます。 

 次に移りますけれども，結局特に今回取り上げてる町の町単補助金っていう部分に

おいては，みかん農家に対する支援っていうのが多く掲げられております。この点に

ついて，目的とすればみかん農家の収入のアップ，売り上げの増加等また収益性の向

上など，この補助金を利用してしっかりと実績を，また費用対効果を検証する中でこ

の補助金等も見直される必要があるんではないのかなって私自身考えます。これをす

ることによって，このブランド化への取り組みもより効率的なものになると私自身考

えてます。このしっかりと政策効果を検証するのは大前提と考えますし，また町とし

て勝浦みかんのブランド化するっていう，全面に押し出しているからには，やはり補

助金を出すからにはしっかりと数字を伴った結果っちゅう部分を出していく必要があ

るのかなと思います。27年度の町単の補助金のメニューを見させてもらいました。多

種多様に，ある程度いろんな声に対応した補助金になっているとは思いますけれど

も，私，一製造販売業，健康食品の製造販売業に携わっている立場からすれば，ちょ

っとやり過ぎな面もあるのかなと思います。一商売人っちゅうたらいかんけど，一法
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人として，また団体としてその産業を成り立たすためにはその個人の努力，自助努力

っていうのは一番大事な部分と思いますので，ちょっと行き過ぎた感のあるこの町単

補助メニューについて，現状の課長の認識また今後の課題等があればお聞かせくださ

い。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 広く多岐にわたる町単補助メニューということでご

ざいますが，農家の要望を多種多様にわたりまして，議員おっしゃるとおり広範囲に

わたっておりますが，年度ごとに町ではさまざまな補助メニューを検討して，緊急性

のあるもの，それから利用度の高いもの等を農業技術者などから意見を聞いた上で取

り組ませていただいておりますし，また利用頻度の低いもの，ないものについて今ま

で廃止してきた事業もございます。ただ，ブランド化に向けてということで，町単補

助メニューとは別に取り組む必要があるということで，そういったものの予算計上に

ついても議会の承認を得てさせていただいているところでございます。この町単補助

事業につきましては，高齢化が進む農家の支援になるとか，そういったところでまた

新しく農業を始められる農家の方，そういった方にも要望に応えられるようにという

ことで，農業を根底から底上げしていくような，基準を上げていくような補助事業に

なっているかと思います。ただ，議員おっしゃるように，費用対効果についてという

ことで，検証とまではいかないかもしれませんが，その利用後の状況，そういったも

のについて聞き取りなりをできるようなシステムをつくっていくことが必要かとは思

っております。 

 28年度に，先ほども申し上げましたが，隔年交互結実についての補助メニューを今

検討しておりますが，これについては期限を切って，５年間なら５年間ということで

事業を進めたいというふうに考えておりますが，そういった事業も今後考えていかな

ければならないのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） ブランド化を掲げた上で，今回28年度予算で隔年交互結実の

補助メニューを新たに追加させる，また５年間限定ということで，これについては私

いいと思います。しっかりとその５年間の成果を見て，この勝浦町のブランド化に向
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けての方向性っちゅうもんをもちろんわかってきますし，みかんの可能性もある程度

推しはかっていけるのかなって私自身考えております。この点についてはおいておき

ますので，今後の取り組み，実際このブランド化を勝浦町として進めるならば，極端

な言い方なのかもしれませんけども，町単補助メニュー，仮にかんきつ系，みかんに

ついての町単補助メニューを受ける方は，ある程度ブランド化の方向に沿って協力し

てもらうような体制っちゅうんは必然と，絶対してもらわなあかんっていう，こうい

った部分も取り入れるべきなんかなと私は端から見ていて，ほかの業種から見ていて

思います。町がこっち向いとるのに，違う方向を向いとる農業者に対して補助金を支

出しているっていうのは，何か違和感あるんです。この点についてはまたしっかりと

私自身も勉強して，この場において質問させてもらいますので，今後の課題としま

す。 

 先ほど交流課長もちらっと触れましたけど，この６次産業化の話です。この間，商

工会の指導員が中心となってみかんペーストの開発を行ってまいりました。この間，

いろんな人と話す中で，この１年間頑張ってこられた指導員さんが異動されるという

ことをお聞きしました。この取り組みが後退することがあってはならないと思うんで

すけれども，せっかくいい感じで進んできたみかんペーストを使った特産品の開発

が，さあこの先どういった体制で商工会として取り組んでいくのか，すごい不安なん

です。その点について現状，わかってる範囲で課長のほうから説明をお願いします。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 議員おっしゃるように，積極的に進めていただいた

指導員さんがかわられるということで，町としては商工会のその取り組みに対しての

予算を28年度計上いたしておりますが，そのまま予算は執行していただけたらという

ふうに考えております。その取り組んできた中で，議員おっしゃるみかんペーストを

使った６次産業化への振興ということにつきましては，商工会のほうで体制を組んで

進めていただけるというふうに聞いております。 

 それから，６次産業化に向けての，ことしは，28年度は料理講習を考えているとい

うことで，県内でテレビにも出ているような有名な料理家の先生をお招きして10回程

度町内でそういった研修を，商工会の会員様向けにということですが，その中では少

し人数にも余裕があるので，町民の方にも応募をかけたいというような商工会の意向
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を聞いております。そういった意味で６次産業化につきましては多少規模の縮小は見

られるのかなと思いますが，継続していただけるということで伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 実際後退してほしくないし，さらにみかんペーストを使った

特産品の開発が進むよう私も期待しております。この点について最後に町長よりブラ

ンド化，さらにこの補助金の費用対効果の今後の検証の部分，さらには今回，これは

商工会の人事なんでどこまで言えるかわからんのですけど，何でこの１年間頑張って

こられた人が１年間しかおらんで異動させられるようになったんか，もうちょっとお

ってもらうことできんかったんか，そこらあたりも含めてのこの今後の６次産業化の

取り組みについて町長よりお答えをお願いします。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） まず，ブランド化の話からですけど，課長のほうからるる

ご説明をさせていただきまして，ブランド化につきましては勝浦町にとりまして他の

産地との質や生産，また販売等の特異性を遺憾なく発揮をして，市場で競争力の高

い，そしてまた知名度を高めることによってもうかるみかんっていいますか，若い人

でも参入できるような産業に今後ともやっていきたいという思いがいたしております

し，また農業の振興ということを町の振興の第一義にも挙げておりますので，みかん

に限らず農業振興を図っていきたいということで今後とも進んでまいりたいと思って

おります。 

 それから，町単補助金につきましては従来，何年か前に，非常に今の半分以下の補

助の申請がなかったというようなことで，それを農家の皆さん方の要望を聞きながら

使っていただき，そしてまた効果のある補助メニューにしていったというようなこと

で今，倍額になっていると思っております。そんなことで，費用対効果の検証をせな

んだらいかんのは当然のことで，それがメニューの変更によって，使われているもん

にはさらに続けていき，また使われていないという効果のないもんに対してはもうや

めていくというようなことであらわれているんじゃないかというようなことでござい

ます。今後とも費用対効果を検証しながら，勝浦農業の振興に大いにこの町単補助，

県下でも特異な補助メニューだというようなことを言われております。今後とも勝浦
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農業の発展のために取り組んで，この補助メニューを最大限効果の上がるようなこと

にしていきたいと思っております。 

 それから，一番わかりにくい話なんですけども，商工会の指導員のことにつきまし

ては３月に私も聞きまして，実はそれ以前に発表会みたいなことがありまして，いろ

いろのみかんペーストの話を聞かせていただきまして，非常に高い，私も評価をして

おりました。それが突然の話でございまして，県下一円の人事というようなことでご

ざいますので，もうこれ以上私もわかりませんので，残念な思いはいたしているとい

うのが答えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 今町長がおっしゃられたもうかるみかん，また若手が参入で

きるみかん農業として確立されるように，今後も引き続き費用対効果等も含めて精査

しながら努力してほしいと思います。商工会の指導員については，もう次来る人に期

待せなあかんと思うんで，もう次来る人をしっかりと皆で一丸となってサポートでき

る体制だけは整えてほしいなと思います。 

 次に移ります。 

 最後に，移住，定住に関してであります。 

 今回，コンシェルジュを公募，採用し，ワンストップで対応できる体制づくりをと

いうことでありますが，現状仮に私が移住したいとなった場合に，どこに連絡して誰

が対応してくれる仕組みになってますか。答弁お願いします。 

○議長（国清一治君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 移住交流支援センターというものが以前，“ふれあ

いの里さかもと”というところでお願いしておりましたが，昨年から田舎トライアル

ハウス坂本家が開設いたします，運営を始めております。まず，移住のほうの希望が

ありましたらそちらのほうにお問い合わせをということではございますが，町の，行

政の移住に関する諸般のことにつきましてそこで全てわかるというものには今なって

おりません。やはり全てのコンシェルジュ的な，総合案内的なものっていうのは今確

立されていない状況ではなかろうかと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 現在県においては移住コンシェルジュをクレメントのほうか

な，民間委託して運営していると思います。今回私提案しているのは，臨時的な人材

じゃなくて，やはりしっかりと任期とか成功報酬で，言い方悪いんやわからんけど，

意欲の沸く条件を示して，広く公募する必要もあるんじゃないのかなって私感じてま

す。この取り組みいかんによって移住，定住に対する町の姿勢っちゅうんも移住者に

対してアピールできると思いますし，現状の臨時職員ではなかなか全てを把握して対

応し切れないのかなって私自身思います。今回私が提案しております公募採用して，

またワンストップで対応できる体制づくりについて今後どのように取り組まれようと

しておるのか，課長のお考えをお聞かせください。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 勝浦地方創生の中でもあるんですが，地域交流活性

化センターというものを今後，今検討しているところではございます。そういった中

で，一括した移住に対する支援等の案内ができる組織体制を組めないかということ

で，今後の検討段階ではございますが，始めております。 

 それが今後できるかどうかということでございますが，母体となる組織等のことも

ございますので，そちらのほうのことをこなしてからというふうなことになろうかと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） この点については以前私，今回も説明のほうでは載せさせて

もろうたんですけど，やはり発進力っちゅうもんが必要になってきて，そのときの答

弁では活性化センターでインターネットにも精通している人材を採用して勝浦町の発

信，またＰＲに当たってもらうことをおっしゃっていたと思います。これとともにし

っかりと，この町のホームページの刷新っていうのは必需になってくることになるん

かな。最悪町のホームページが刷新されなくても，今回設置されようとしている活性

化センターのホームページ，もしくはＳＮＳ等の発信力っていう部分に私は期待をし

ております。その活性化センターの中で採用する予定になっている人材も含め，今回

私が提案している移住，定住コンシェルジュ的な人も含めて公募をすることが，より
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よい人材をこちらが募る中で，一番効果的，効率的なんかなって私自身は考えており

ます。 

 この点について最後に町長のこの移住，定住に関して，今なかなか一本化できてな

いです，連絡体制が。仕事はあっこに聞いたり，住むとこはあっこに聞いて，そこら

あたりをしっかりと一本化さす方向で，活性化センターを利用するとは説明を受けま

したけれども，そこに来るまでのホームページの充実，さらに勝浦町にたどり着いた

ところからどのように移住，定住に持っていくかっていう仕組みづくりがやっぱり大

事になってくると思うんで，この点について，町長最後にお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 町といたしましても移住，定住というようなことで非常に

予算もつけておりますし，今後の町の発展，地方創生にもつながる事業だと思ってお

ります。そんなことで，先ほど来地方の活性化センターをというような話も案として

出しております。これを最大限に生かしながら，また当然のこと，人材もそれにふさ

わしいような人を選びながら，町の一つのの大きな窓口として，今後とも活躍できる

組織として取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） どういう人が来るかによって，その個人に全ての責任を押し

つけたらいかんのですけど，しかしこの立場の人の重要性っちゅうのは大変大きなも

のになると思うんで，今回私は公募という形を提案させてもらいましたが，よりよい

人材を募れるような仕組みっちゅう部分をしっかりとここに生かしてほしいなと思い

ます。さらに，そういった立場の人にはしっかりとした待遇もあわせてお願いをした

いと思います。 

 最後になります，空き家等の耐震改修，リフォーム制度の創設をということで，実

際空き家を関係なしとした耐震改修，診断，改修の部分が勝浦町においてもなかなか

進んでいない状況であります。さらに，空き家についてもその空き家を利用者がすぐ

に住めるような状況にもなっていないのではないのかなって，きのうの課長の答弁で

もそのようなことも言うてました。何かしら手を加えなんだら住みにくい部分，さら

に男性は夢を持って田舎に移住してきても，なかなかそのパートナーの人がやっぱり
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水回りはきれいなかったらあかんね，トイレ，洗面所，お風呂，炊事場，そこらあた

りのリフォーム等々を言えば，なかなか現状の補助制度では対応し切れない改築費に

なってくる。きのうも一例を課長のほうも提示しておられましたが，そこらあたりの

部分でやはり新たなリフォーム制度，また空き家等を活用した耐震改修リフォーム制

度っちゅう部分を，私は今回創設してほしくて提案させてもらいました。 

 一例を挙げましたら今現在，高知県のほうで移住促進事業ということで，地方自治

体が150万円を負担したら県のほうが150万円，国費として150万円を利用して上限

450万円で改修をできる，それを10年間町が借り上げてその10年間，一例なんですけ

ど，１万5,000円で10年間貸し出したら，その町が負担した150万円はペイできると。

そういったすごく効率的な有効な事業を今高知県では行ってます。その具体的な例と

しては高知県の梼原町という部分で行っているんですけれども，ここは現状でその事

業で耐震改修，リフォームを行ったところ全て満室になってます。何でこれ満室にな

るかっちゅうたら，やはりＰＲが上手なんです。ＰＲが上手で，何ぼ町外から問い合

わせがあってもそれに対応できるような箱をつくってなかったら，せっかくの問い合

わせが無になってしまう。現状では勝浦町，そういった問い合わせに対して対応なか

なかし切れんと思うんです。ＰＲをすればするほど対応もふえてくると思いますし，

問い合わせもふえてくると思いますし，そこらあたりを含めて新たな耐震改修リフォ

ーム制度っていう分をつくっていく必要があるのかなと思います。現状において，こ

こには載せてないんですけど，副町長に事前にお話しさせてもらっています。徳島県

において，私は高知県の例を出したんですけど，徳島県において現状なかなか，この

点については高知県に比べれば，私はおくれてると思うんですけれども，来年度以降

どのような取り組みがなされようとしているのか，また勝浦町にどのような事業が有

効活用できそうなのか，そこらあたりもし一例があればお示しいただきたいと思いま

す。 

○議長（国清一治君） 福田副町長。 

○副町長（福田輝記君） 先ほど，高知県の移住促進事業の例をご紹介をされまし

た。ことしの１月に，議会の広報委員会のほうが視察をされてというように伺ってお

ります。この事業は国の事業でございまして，市町村が実施主体となる空き家改修に

対して国が２分の１を持つというようなことで，この事業自体は今勝浦町でも直ちに
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実行することはできます。ただ，高知県の場合は，県として市町村が持つ２分の１の

うちのまた半分を県も出しましょうということで，市町村の負担を軽減をするという

ような事業を高知県は取り組んでおるということでございます。 

 徳島県においては，直接的なこの事業っていうのは今までなかったんではございま

すけれども，平成28年度，新年度の新規事業ということで，さまざまな住宅対策の推

進事業，県も新規事業がございまして，その中で生活体験等の施設，うちでいう坂本

家ですけども，こういうようなところを市町村が整備するときには，国の支援に加え

て市町村の負担分の半分を県が持つというような事業はできております。ただ，うち

の場合は坂本家は国の10分の10の事業で交付金でやっておりますので，これよりも有

利なところで坂本家は改修をしたわけではございますが，県もいろいろ住宅の改修と

いうものについては，空き家の改修というものについては，年々新たな事業を出して

きてるのかなというように考えております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 済いません，私の説明よりわかりやすい説明ありがとうござ

いました。実際しようと思ったらできると思うんです。高知の場合は，県がある程度

リーダーシップをとって，さらに各市町村に働きかけて，広く高知家としてたしか売

り出していると思います。徳島県においても実現可能だと思いますし，この事業が採

択されれば勝浦町の空き家の，今現在12戸あるって言ったその部分についても，この

制度を使えばよりよい環境のもとで住民を募集できるっていう部分に対しても生かさ

れると思うんです。たちまち現状を勝浦町で取り組むのか，また県に対してこういっ

た制度の創設を要望していくのか，いろんな方法があると思いますけれども，現状こ

の空き家対策また耐震改修等の事業が進められる中で，これからこの事業においては

考える余地はあるのかなと，検討する余地はあるのかなと私は今回考えて提案させて

もらいました。 

 最後に，移住定住をこれから進めていく中で，妙案がない中で，わらにもすがる思

いで，よその地域の事業のパクりでもいいと思うんです。いいものはいいもので取り

入れていくっていう姿勢も必要なんじゃないのかなと思います。この点について最後

に町長のご見解をお聞かせいただいて，終わりとさせていただきます。お願いしま
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す。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 先ほど来，移住，定住についての重要性っていうのは申し

上げたとおりでございまして，国なり県の制度のことも説明もさせていただきまし

た。空き家問題につきましては，本町に限らず，多くの過疎町村の共通の大きな課題

となっております。効果的な事業展開につきましても，こうした事業のよく制度を研

究し，また他の町村のことも研究検討しながら，県の町村会とも連携をしながら県に

要望なり，また町から提言もしていきたいというに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ５番議員。 

○５番（松田貴志君） 一議員として，多分ここにおられる議員の皆さんも，こうい

う点については多分一致団結して協力できる体制が整えれると思うんです。町村議長

会のほうでもこういった話も私たちも要望できますし，町長におかれましては，町村

会を通じて県知事に要望するなり，ほかの勝名地区また町村会の中の過疎町村の首長

とともにタッグを組んで，こういった有効的な施策が実現できるように取り組んでい

ただきたいと思います。 

 以上でひな会議の一般質問を終わります。 

○議長（国清一治君） 以上で５番議員松田貴志君の一般質問は終了いたしました。 

 議事日程の都合により，休憩いたします。 

            午前11時45分 休憩 

            午後１時30分 再開 

○議長（国清一治君） それでは，休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ８番森本守君の一般質問を許可します。 

 ８番森本守君。 

○８番（森本 守君） 議長の許可を得ましたので，平成28年ひな会議，８番議員森

本守の一般質問を始めさせていただきます。 

 初めに，東日本大震災から５年が経過しましたが，まだ見つからない人々や原発事

故により家に帰れない人たちのことを思うと，心を痛めます。また，きのう世界では

ベルギーで同時多発テロが発生しました。日本人も２人の犠牲者が出たようにニュー
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スで流れております。我が勝浦町におきましては，地区の総会やひな祭り，また桜祭

りの準備と，忙しいながらも幸せな毎日が続いております。このことに感謝しなが

ら，いつまでもこういう生活ができるように願いながら質問してまいります。 

 まず初めに，建設課長にお伺いいたします。 

 東部広域農道について，１－８工区の現在の進捗状況はどうなっているのかお伺い

いたします。 

○議長（国清一治君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） １－８工区の進捗状況はどうなっているのかの質問でご

ざいました。 

 現在，中山の神谷川にかかる１－８工区の橋梁から東側の路床工が完成しておりま

す。今後は，３月には１－７工区，４月には１－８工区の舗装を発注する予定と聞い

とります。これによりまして，１－８工区，それと１－７工区の一部を残して完成す

ることになります。また，工事に使用しました町道の中山神谷線の舗装補修の工事を

４月に発注する予定と聞いとります。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） この広域農道３年ぐらい前から，１－８工区は今にも完成す

るように言っておるんですけども，なかなか完成できない，ほとんど仕事もされてい

ないような状態で今も舗装が残っております。４月に舗装は一部を残してということ

ですから，まだできるのでありがたいことだと思います。一部を残してということに

疑問を感じるんですけど，できていきよるということは間違いないのであろうかと思

います。それで，全ての舗装が完了するのはいつになるのでしょうか，お伺いいたし

ます。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 舗装が完了するのは，先ほど申したように３月，４月に

舗装の発注をしまして，完了時期といたしましては８月ごろと聞いとります。町とし

ても，早期に完成を希望したいと考えています。 

 それとつけ加えまして，７工区の一部というのは現在与川内地区で路床工が完成し

てない部分でありまして，橋梁とかそれからトンネル部分というふうなことでござい
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ます。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 予算書で見たんでは，坂本のほうというような話だったよう

に思うんですけども，今の説明では与川内の一部というようなことでありますが，い

ずれにしろ早く完成できるように願いたいとこです。 

 ところで，完全にできていないところの通行についてはどのようになっておるの

か，お伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 完全にできてないということは，路床工ができてないと

いうことでござい……。 

○８番（森本 守君） 舗装ができとらんとこ。 

○建設課長（柳澤裕之君） 舗装ができたら通行はできるというふうなことで承知願

いたいなと思います。 

 また，先ほどのもとい申しますと，一部７工区というのはまだ未着手部分というふ

うな，７工区の一部で未着手部分という理解をしていただけたらなと思います。 

 それで，なおつけ加えますと，坂本工区の５工区については発注済みということに

なっとります。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 順次できていくだろうと思いますが，できるだけ早い完成を

願いたいところです。 

 次に参ります。国民健康保険税についてお伺いいたします。 

 税務課長にお伺いいたします。 

 病気予防でＫ－Ｆｒｉｅｎｄに出している予防対策としてのお金，その内容と効果

はどのようなものかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 松本税務課長。 

○税務課長（松本重幸君） お答えをいたします。 

 健康力アップ教室，ストレッチ＆ヨガ教室，体幹トレーニング教室などの運動教室

やフィットネス事業の開催に年間30万円の補助を出しております。その効果を具体的
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に評価することは難しいのではございますが，近年運動不足がさまざまな生活習慣病

の要因の一つと指摘されている中で，健康のため，または生活習慣病予防のため，何

か運動を始めたいと考える方々が，気軽に運動ができ，また予防知識が習得できる受

け皿としての機能を担っていただいていると考えておりますし，また新年度におきま

しては，これはあくまで任意でございますが，特定健診受診者を対象に生活習慣の改

善が必要な方に，保健師のアドバイスによりＫ－Ｆｒｉｅｎｄが実施しております運

動教室のメニューの中から継続可能なコースを選んでいただき，６カ月間参加してい

ただいた後，勝浦病院において評価健診を受診していただき，改善度を数値で確認し

ていただく，いわゆる運動療法的な事業を始めてみたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 今出しておる30万円については，効果がようわからんという

ような答弁だったと思います。新しい事業として，特定健診で異常があるというかそ

ういうな対象者に対して，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄで体操療法するというそういう試み，こ

れはよっぽどいいのではないかと思います。Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄにお金を出していると

いうことは，税金を出しているということなので，検証しながらいい方向に進めてい

かなければならないと思います。 

 次に，特定健康診断のことで質問してまいります。 

 前回，平成26年７月会議で私が質問した，特定健康診断は無料にしてはどうかとい

うことでありましたが，当時の課長は自分で健康にする自覚を持ってもらうためとい

うことで答弁がありました。受診率向上に向かって一生懸命になっている福祉課の職

員の方々を思うとき，また税金の二重取りのような気がする思いをして，今回その程

度を下げて，巡回会場だけでも無料にしてもらえないかという質問状をつくっており

ましたが，町長の所信表明におきまして特定健診は無料にするという発表がありまし

た。町長，また関係課長に感謝申し上げます。ありがとうございます。これで特定健

診の受診率の向上，またエコー検査の受診率も向上につながると期待しております。

ありがとうございます。 

 次に参ります。勝浦町立病院について，病院局長にお伺いいたします。 

 維持補修についてはどうなっているかという質問ですが，前回これも町長の所信表
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明で改築の方向で検討するということが発表されました。改築するのであれば維持補

修はしないのか，それともするのかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 山田病院事務局長。 

○勝浦病院事務局長（山田 徹君） ご質問にお答えいたしたいと思います。 

 先ほど議員のほうからご指摘のあったように，改築の方向で今後病院の老朽化対策

を進めるということが本議会で表明をさせていただいているところでございますが，

これに先立ちまして，平成27年度の施設の修繕について一部保留をしてきたような経

過がございます。こちらは，今議員さんがおっしゃられたように，老朽化対策の方向

性が改修か改築か定まっていなかったために経費の有効な活用を考慮いたしまして，

一部修繕を延ばしてきたような結果がございます。 

 今後は改築の方向で進んでいくことも決定いたしましたので，大きな投資はできな

いとは考えておりますけれども，必要な修繕等は必要最小限になってしまうかと思い

ますけれども，順次行っていくようにしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 先日，私も風邪ぎみなような，喉が痛いなと思ってせきが出

るので，町立病院の内科を受診しました。そして，診察台に乗って天井を見上げる

と，エアコンの穴から横に１平方メートルぐらいの大きなカビの黒い塊が目の真上に

見えておりました。患者はこの診察台に乗ると，天井を見なければ仕方ない。この状

態で毎日患者に見せていると不潔感等ありますので，一日も早くペンキを塗るなり，

張りかえるなりしないと患者は来なくなるのではないかと思いますが，その点につい

て答弁をお願いいたします。 

○議長（国清一治君） 山田局長。 

○勝浦病院事務局長（山田 徹君） 議員ご指摘の内科の分につきましては，他の患

者様からも一部ご指摘いただいておるような経過がございます。昨年１回，エアコン

のすぐ横については一部張りかえをいたしました。ただ，まだその周り云々につきま

しても，若干不快感を与えるような部分があるというふうには感じております。先ほ

ども申し上げましたように，改築の方向性が決まりましたので，それ以外のっていう

ことはなかなか難しいんですけれども，そのような不快感を与える部分，そういうふ
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うな部分につきましては改修していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 一日も早く，これを何とかペンキ塗るなり，張りかえるなり

していただきたいと思います。 

 次に参ります。町営住宅の運用について，住民課長にお伺いいたします。 

 今現在，町営住宅を物置のように使っておる人がおいでるようで，付近の人が，あ

んなんやったらほかの人を入れたんましちゃうんっていうことがささやかれておりま

す。この点について，住民課長はどのように。お伺いします。 

○議長（国清一治君） 笹山住民課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） ご答弁申し上げます。 

 現在住民課としては把握している限りでは，長期の入院や県外での仕事のためふだ

んは家をあけておられるという方はおいでるようですが，倉庫がわりに使っていると

いう入居者はいないという認識でございます。ただ，入居者で地域の活動に参加せず

にいる方はおいでるように聞きますので，地域の活動に参加するよう，地元の方と交

流するように説明もしているし，長期であけておられる方にも在宅時には参加するよ

うにもお願いはしております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） そういうところがあると私は聞いております。よく調べて，

町営住宅ですから若者が入れる，待っている人もおいでると思いますので，ほとんど

１カ月に１日や２日ぐらい帰ってくるだけみたいなんだったら倉庫と一緒と思います

ので，よく検討されて正しい方向へ向かっていただきたいと思います。 

 次に参ります。文化祭について教育長にお伺いいたします。 

 郷土文化会館で行われている県展，またその横で行われているこども県展というの

があります。私は毎年これを見に行っておりました。しかしながら，去年は忙しかっ

たんと，今まで２回に分かれての会場設営だったんですが，去年から３回に分かれま

した。それで，３回行かなんだら全部見れんということで，去年はとうとう行けずじ

まいになってしまいました。この県展，こども県展について教育長は見に行っておる
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のかどうか，またそれについてどう思っておるのかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 教育長勉強しよるのかというお叱りを受けたんでなかろう

かというふうに思います。県展でございますけれども，もう議員ご存じのとおりで，

日本画，洋画，彫刻，写真，美術工芸，デザイン，書道という７部門から成っており

まして，徳島県美術展という名前で70回の回数を数えるというふうに認識をしておる

とこでございます。県内では最高峰の作品展でないかというところと思っておりま

す。そして，小・中学生を対象にした版画，デザインなどを含めた絵画，それから書

写といった両部門から成ります徳島県こども美術展，これは県展の子供版として開催

されておるんだというふうに認識をしておるところであります。 

 私自身，実践ができておらず口にしづらいのですけれども，芸術作品はそれなりの

評価を受けた作品，それから著名な作者の作品などに多く出会い鑑賞することで造詣

を深くしていけるものと認識をしております。実践は十分とは言えません。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 我が勝浦町にもお正月明けに文化祭という，勝浦町的な美術

展というか，そういうふうなことを開いております。そこに県展やこども県展に入賞

された方のコーナーを設けてはどうかと思うのであります。前教育長北島教育長の時

代に同様の質問をして，県展入賞者の作品を何点か展示することができました。こと

しの文化祭にはそれがなかったので，引き継ぎができていなかったのか，それともそ

んなにせんでもええわということになったのか，そこらのところをお伺いいたしま

す。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） これも，申しわけございません，私の認識不足でありまし

て，前教育長の時代にそういう取り組みをしていただいていたということについて認

識ができておりませんでした。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 美術というのはまず上手な人の作品を見る，それから次にそ
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の人のまねをする，それができたら次に今までにない，今までつくったことのないよ

うな作品をつくる，これが美術というふうに聞いております。我が勝浦町におきまし

ても，県展で入賞された方，またこども県展で入賞されたすばらしい作品をみんなで

鑑賞し，また新聞等に載せますと町外からも見学者が訪れる，そういう文化祭であっ

てほしいと私は願っております。次回からこういう作品のコーナーをつくっていただ

きたいと思います。教育長いかがですか。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 勝浦町文化祭で，町内の方々の県展入賞者のコーナーを設

けてはどうかというご提案をいただきました。勝浦町文化祭には，議員が毎年多くの

作品を展示してくれており，楽しみに拝観させてもらっております。また，文化協会

の会員のみならず小・中学生の作品であったり，一般町民の作品であったりという町

内の作品が一堂に会しており，今回で41回を数える歴史のある展示会であります。 

 議員のご提案を受け，早速教育委員会の事務局長が主催者であります文化協会の会

長に報告し，賛同をいただいております。勝浦町にいながらにして県内最高峰の作品

展における受賞作品を拝観できることは，町民の文化，芸術水準の向上はもとより，

勝浦町文化祭のステータスの向上というものにつながるものと理解をしております。

10月の県展結果を受けて，来年１月からの勝浦町文化祭に受賞作品の出展交渉を行う

予定といたしております。すばらしいご提案をありがとうございました。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） とてもいいご答弁をいただきました。ありがとうございま

す。来年からは県展，こども県展の作品が並ぶであろうと楽しみにしております。で

きたら町外からも見に来てくれるような，今のところマンネリ化してきておりますの

で，そういうふうな，よそから見に来てくれるような文化祭にできたらいいなと思い

ます。私も写真と陶芸を毎年出しておるんですが，私の作品などは県展に通るような

作品でありませんので，もっといい作品を並べるといいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 次に参ります。農業問題について産業交流課長にお伺いいたします。 

 きのうも，後継者不足等について他の議員からも質問がありましたが，私の地区の

あたりを見回しましても後継者不足，また病気とか採算面などから廃園にする家庭が
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この一，二年非常にふえております。それで，できるだけ廃園にならないようにと，

私もいろんな人に頼んできておるのですが，みかん等につきましては半年，１年ほっ

ときますとなかなかもとに戻りません。そういう面から，いろいろな補助金や施策を

打っておると思うんですが，こういう家庭がどんどんできておるということに対して

産業交流課長はどのように対処するのかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 議員おっしゃるように，農家の高齢化が進んでおり

まして，農業をやめようというような農家もふえているのは事実でございます。でき

れば農地の貸し借り，それから熱心な若い農業者への農地集積を進めるために，県に

おいて農地の中間管理機構が設置されております。ご自身の農家の所有するほとんど

の農地を利用者に貸す場合におきまして，そちらのほうから集積協力金も出ることと

なっておりますので，その活用を進めたいと思います。できればそういった場合に町

の産業交流課なり，また直接農地の中間管理機構のほうに相談に応じていただければ

というふうに考えております。 

 また，一部だけ農地を耕作できないというような場合につきまして，自分の一部の

農地だけというものについても，町の補助金もございますので，そういった場合につ

いてのご相談はできる限り早く産業交流課のほうにおいでていただき，相談していた

だければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 県の補助と町の補助もあるということでありますが，みかん

園も廃園になる，年寄って山が急いところはできないということで，せっかくきれい

に手入れされておるのに誰もつくってくれる人がないんだったらやめようかっていう

ような，また水田におきましてもそういう家庭が私の地区でも何件かありまして，１

件はお盆に使うハスの花をつくるということで何とかいけたんですけど，もう一件は

まだ未定で，本当にやめられたら困るなと思っております。 

 次に，中山間直接支払い交付金，これは当初私のところへ来たときには，草刈った

らお金くれるんじゃい，入れへんかというような話だったんですけども，私は草ぐら

い自分で刈るけんほっといてくれっていって入らなかったんであります，今でも入っ
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ておりませんが。町内一円すると，多額のお金を払っておると思います。しかしなが

ら，今これもマンネリ化してしまったのか，あるところの話ですけれども，交付金が

ちょっと少ななるけんもうやめるやという，この地区全体をやめるというような話を

聞きました。その点についてどのように思っておられるんか，その効果についてお伺

いいたします。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 中山間地域等直接支払制度でございますが，議員お

っしゃるように３期目から４期目に入るということで，もう16年目ということになり

ます。長く続いたことにより，当初から役員さんを務められているような集落協定と

いうのがあるわけでございますが，これらについてもその役員の後継者の育成につい

て検討する時期になっているものと考えられます。ただ，この制度は，農地保全や協

定地域内の農業用公共施設，農道とか用水，こういったものを維持管理していく上で

非常に効果的に作用されている，活用されているというふうに思っておりますし，ま

た地域の農家の方が集まるわけで，その地域の情報交換等コミュニティーの機会づく

りを担っているものと思っております。できれば継続して，制度としては取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） どうも聞いてみよったら，お金をくれるけんしょうことなし

にしよんじゃというような感じに，私は地域の人の言よることを聞いてみたらそんな

感じがしたんですけども，何か私から見たら腑に落ちんということで，もうちょっと

何か改良する余地があるんではないかと思います。この点について改良できるような

方法があるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） それぞれ農家の気持ちの持ちようかなというところ

はあるんですが，この制度の地域の活動によって，例えば与川地区あるいは生名地区

の交流イベント等の支援になっておりますし，ほかでも景観作物等をつくるであると

か，また中角地区の集落協定におきましては中山間の資金を活用しまして，みかんジ

ュースの生産といったようなものについてもつなげていっております。もう少しこう
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いった工夫をしていく必要があろうかと思うんですが，それぞれの集落協定の中での

取り組みの方針であろうかと思います。こういった面についても，町としても推進を

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 中角ではみかんジュースの生産というような，地域によって

違うというような説明だったと思います。そういうふうにいろいろ使い方を，有効な

使い方になるようにしていただきたいと思います。 

 次に参ります。微生物の利用についての質問であります。 

 まず，産業交流課長にお伺いいたします。 

 微生物やキトサンを利用して土壌改良し，収益を上げるということについてどう思

っておりますか，お伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 議員のほうがずっとよくご存じかとは思うんです

が，植物，特に農作物にとっては単に土に植えられているというだけでなく，土の中

にある栄養素を微生物が作用することによって吸収され丈夫に育っているということ

でございます。そのため，土壌づくりについては農業にとって非常に重要な課題であ

りまして，国や県の研究施設のみならず，民間の農業団体や企業でも研究が進められ

ているところでございます。勝浦町においても勝浦いきいきファーマーズにおいて，

26年度は岡山県で，27年度は大阪の岸和田市で土壌研究の視察研修を実施いたしまし

た。研修によりましてその土壌づくりの有効性というようなものについて，農家の皆

さん学んできたところでございます。こういった営農講座等で，有機物や微生物を用

いた土壌改良資材を活用することによりまして，勝浦農業に有効な栽培方法であるの

であれば，こういった講習，研修によって取り上げていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 今，佐那河内で“さくらももいちご”というのが有名であり

ます。ある家庭ですが，この微生物を使う前は十数件あるイチゴ農家のうちでお尻か
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ら２番目であったと聞いております。17アールで700万円から800万円ぐらいの売り上

げであったそうであります。ところが，この方法を利用して年間3,000万円の収入を

上げておるそうです。当時，膝から腰から痛うてもうイチゴ農家はやめようと言よっ

たのに，余りお金が上がるので生き生きしとると聞いております。また，阿波町のほ

うではミニトマトですけども，普通のミニトマトは糖度は６から７度ぐらいが普通ら

しいんですけども，そこのミニトマトは12.1度あると聞いております。そういうふう

においしいものがたくさんとれるという成果が出ておるようであります。勝浦町で

も，こういうものを利用して成果を上げたらどうかと思うのですが，いかがでしょう

か。 

○議長（国清一治君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 研修等で実際につくってみるというような機会がで

きましたら，試してはみたいというふうに考えます。ただ，それがみかん栽培にすぐ

にというようになるのかどうかっていうのは，十分に研究してからというふうになろ

うかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） まだ徳島県ではみかんに対しては実証はされていないようで

ありますが，ハッサクに対して貞光のほうで今実験段階に入っておるようでありま

す。まだ成果というよりも実験段階でありまして，葉が黒々として，葉が小さくなっ

たと聞いております。生き生きとしてきとんではないかと思うんです。全国では岡山

のほうで，これもう実証実験されておるようであります，かなり成果は上がっとんで

はないかと思います。農業もこういう付加価値をつけて生産意欲を上げるような方法

をとっていかないと，なかなか後継ぎが生まれないのではないかと思います。 

 次に，住民課長にお伺いいたします。 

 同じこの微生物を利用して，微生物やキトサンを利用して，汚水の浄化をするこ

と，またごみの処理をすることについて，どう思っておるかお伺いいたします。 

○議長（国清一治君） 笹山住民課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） 議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 環境に優しく，経費もかからないということであれば，有効な手段だと思います。
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どういうものか議員にもお教えいただきながら，担当者とともに研究をしていきたい

と思っております。 

 また，農業集落排水処理施設から出る汚泥につきましては，県外の施設で堆肥化，

コンポスト化を図っているというような例もあるようでございます。町といたしまし

ては，現在の処理方法との費用対効果を見ながらいろいろ考えていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 今私が聞いておるのでは，上勝の月ケ谷温泉で浄化装置に微

生物を入れて，かなりの成果を上げているようであります。微生物を利用して浄化す

るというもともとは，有明海が汚れたときにあれをどうするかというんでこの方法を

利用して，かなり成果が上がっているぞと聞いております。 

 ４月12日か14日，まだ日程がはっきりしていないのですが，佐那河内でごみ処理ま

たは汚水対策ということで講演会がありますので，ぜひとも町からも聞いてもらいた

いと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（国清一治君） 笹山課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） ４月12日から４月14日の講演があるというお話でござい

ます。私は参加できないかもわかりませんが，担当者に参加をするように指示をして

おきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） ぜひとも参加していただきまして，勝浦町でも汚水またごみ

の処理が安くできることを願いたいと思います。 

 次に参ります。県道新浜勝浦線について建設課長にお伺いいたします。 

 町長の所信表明では，中山工区を完成しという，星谷に移るというような発言がさ

れましたが，一番危険なところが残っています。それは，道が急に狭くなったところ

で上へ上がる道と，真っすぐ行く道と二股に分かれておるということで，地区の人は

知っておるから左の端を通るんですけども，よそから来た人は大抵道の真ん中を通り

ます。ところが，１年に２回ほど夕方，真正面にお日さんが沈むときがあります。そ
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のときにちょうど通りかかった人は，ほとんど乗り上げて向こうの溝の中へ落ち込む

という事故が年に３回以上起こっております。この部分についてどうするのかお伺い

いたします。 

○議長（国清一治君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） その部分についてどうするのかということで，中山工区

で一番危険な箇所をどうするのかという質問でございまして。 

 私どもが危険と思っているのは，先ほど議員さんも申したように，県道から寺川さ

んとか堀さんへの上がり道，県道と町道のタッチ部分で，そのあたりの部分でちょう

ど徳島側から車で走りますと，夕方の日差しの関係で前方が見えにくくわかりにくく

なって，片車輪が町道のほうに上がってしまって転倒しかけるというふうなことのよ

うです。それと私どもが思うとんは，それからその県道タッチ部分から県道で約40メ

ーター間ぐらいの山側に側溝があります。側溝については，無蓋と申しまして，ふた

が今現在ございません。それに加えて，構造が舗装の下の水路の部分が石積みででき

とります。きょうびですと，コンクリートとかでできとんですけども，ふたがないこ

とによって脱輪したりする方がいるというふうに聞いております。 

 それで，どうするのかということで考え方を申しますと，町道との県道タッチにつ

いては何か目立つものを立てて，わかりやすくしたいなと考えております。町道管理

としては，そちらのほうで対応したいなと考えております。県道の側溝については，

県のほうにふたつきの側溝を要望していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ８番議員。 

○８番（森本 守君） 側溝のふたをするということでありますが，目がくらんだす

きに右のゴマは上へ，左のゴマは下へということで，転倒しなければしょうがないよ

うな状態になるわけです。今まで全体の道が狭かったんですけども，付近が広がりま

すと余計スピードが出て非常に危ないと思いますので，その点について十分な標識等

の設置をしていただきたいと思います。用地の関係がなかなかうまくいかないででき

ないというようなことでありますが，せめて事故のないような道にしていただきたい

と願いまして，今回の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（国清一治君） 以上で８番議員森本守君の一般質問は終了いたしました。 
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 議事日程の都合により，休憩とします。 

            午後２時20分 休憩 

            午後２時30分 再開 

○議長（国清一治君） それでは，休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ９番井出美智子君の一般質問を許可します。 

 井出美智子君。 

○９番（井出美智子君） 議長の許可をいただきましたので，ひな会議の質問を始め

させていただきます。 

 私もこの勝浦町に嫁いできて，ことし38回目のみかんの出荷が終わりました。こと

しの貯蔵みかんは，今までで一番の高値の販売で終了することができました。残念な

がらなぜ高かったかといえば，その高値にいくみかんが少ない，浮き皮と黒点病に悩

まされました。それがなくてこの値段であれば，みかんはおもしろくてやめられな

い，そういうふうなことしの販売でございました。85歳のしゅうとは，ことしのみか

んの販売を受けて，毎日お弁当を持って剪定に出かけております。夫も，何年か前に

植えた苗木でシカのため枯れかけのが植えかえる気力もありませんでしたが，ことし

はネットを張りかえて絶対苗木を植えると意気込んでおります。早速きょうネットを

買ってくると朝出かけました。これが，このようなうれしいことが毎年続くようにと

願っております。いろいろつくっております。デコポンもスダチも，それからノビル

も出荷してみました。しかし，やっぱり勝浦町はみかんが一番つくりやすくて，経済

作物としては一番お金になるのはみかんだと，この38年で実感しております。 

 前置きが長くなりましたが，早速一般質問の項目に入りたいと思います。 

 谷川の土砂の排出についてでございます。 

 先日も，新しい区の体制を変えるために，評議委員会とか新しい区の役員さんの顔

合わせの会とか区の役員の会が，何回か続いて行われております。その中で，今山の

谷川の土砂の排出が，毎回何とかせなあかんっていうことで，議題以外にも必ず上が

っております。だけど，土捨て場がないんで，なかなか全部はできんなっていうこと

になっております。掛谷，久国地区の土砂の排出ができておりますが，どのような経

過で可能になったのか，その経過を知らせてください。 

○議長（国清一治君） 柳澤建設課長。 
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○建設課長（柳澤裕之君） 掛谷とか久国の谷川の土砂の排出の経緯ということでご

質問があったと思います。 

 この河川は管理が県河川でありまして，経年による土砂の堆積はあったものの，平

成25年ごろから土砂の堆積が著しくなりました。それで，町としても平成26年から県

に要望を重ねながら，この河川のしゅんせつをどなんどでけんだろうかということで

要望してまいりました。それで平成27年度，今年度の補正に計上していただいて，現

在掛谷川，久国谷川，本沼江谷川も今回追加されましたが，しゅんせつを執行してい

ただいております。 

 県下の情勢もちらっと申しますと，県河川で……。 

○議長（国清一治君） いいです。 

○建設課長（柳澤裕之君） はい，わかりました。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 久国谷川も県河川なんですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） はい。 

○９番（井出美智子君） 今山は，県河川でないからなかなかできないんですか。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 町河川のしゅんせつの近年の状況について，まず最初に

述べたいんですけども，中角谷川，いわゆる生比奈小学校の間に流れとう谷とか，そ

れから山田谷川といって山田地区に流れとう谷，これについては町河川，町の管理河

川でございます。土砂の取り除きに，しゅんせつについては，隔年または毎年のよう

にやっております。それについては，土砂の升がありましてそこを清掃するんですけ

ども，土砂の処理については地元の方々の協力をいただきながら対応しています。 

 議員おっしゃる今山谷川は，勝浦町の準用河川でありまして，延長が約900メータ

ーになっとります。それで，簡単に経緯を申しますと，昭和63年から４年にかけまし

て災害関連事業で，いわゆる河積の拡大，いわゆる通水断面の拡大と，それと法線の

是正，蛇行しているのをナチュラルな形で流下をさすというふうな目的を持って災害

関連事業で事業を行いました。その後しゅんせつは，現在は行っておりません。しゅ

んせつについては，地元の要望もありながら，どなんぞ土を置くとこないかなという
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ふうなことで，地元のほうに要望があったときには委ねてございます。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 今山田台は，皆さんもご存じのようにハウス施設が多くあ

り，ラン，シンビジュームの栽培面積でいえば，品種によったら日本一の生産量があ

るランとか，イチゴもたくさんあるし，ハウスみかんもあるし，キュウリもあるし，

それから水田転作のみかんもあります。洪水のたびに冠水して大きな被害が出ており

ます。みかんも水につかった下からは，もう全部褐色腐敗病が入って出荷できないみ

かんになってしまいます。この用水路の土砂の排出の問題は，洪水対策のみならず切

実な経済問題でもあるわけです。ただでさえ厳しい農業経営において，ハウス栽培の

農作物を守る，みかんを守る，そういう意味でも今山谷川のしゅんせつが一刻も早く

やらなければならないっていうことで，強く望まれております。 

 余談になりますが，このしゅんせつの話をするたびに，久国谷川の土砂の排出は町

長が県へ頼みに行ったら１日でできるようになった。それは今山で話されてることで

す。その言う人が地元で信頼されてる，その人が言うたらなるほどなって思う人が，

しゅんせつの問題が出るたびに，町長が県へ頼みに行ったら１日でできるようになっ

た，町長が言うたらできるでないか，ちゃんと言えって言うんです。ええって言いな

がら，議会広報を見てみました。１つ前の議会広報を見ますと，松下一一議員の沼谷

川，掛谷谷川の排出の問題をちゃんと質問しております。それから，森本議員も同じ

議会で，久国谷川の写真入りで改良が必要な，ちゃんと質問して町長に頼んだら，で

きんって言ようた排出はできるでないか，井出はん今度は一般質問で言うてくれるん

だろうとプレッシャーをしっかりかけられました。 

 こういうふうな地元の大きな期待を負って質問しているわけですが，さて町として

この問題はどのように取り組んでいただけるのでしょうか。課長に答えていただきま

しょうか，町長に答えていただきましょうか。町長が手を挙げてくれた。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○１０番（大西一司君） 準用河川のことも言うてあげて。 

○議長（国清一治君） 課長，質問に答えてくださいよ。ひんずのこと言わんで。 

○１０番（大西一司君） 準用河川てわかっとると思ったんちゃう。 
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○議長（国清一治君） 町河川て今さっき答弁したで。 

○町長（中田丑五郎君） それでは，お答えをいたします。 

 私が行って全てが解決するのであれば，私も日参して県にもお伺いするとこなんで

ございますけども，一生懸命，町勢の発展には取り組ませていただいておりますこと

は，これは確かな事実だとお認めいただきたいなと思っております。 

 議員ご指摘の今山谷川につきましては，毎年，１回区長さんから町道の改良のこ

と，その関係で谷川の近くを毎年のように通っておりまして，町道の悪いところを見

させていただきながら谷川のことも見させていただいております。それは掛谷，本沼

江のところも一緒でございます。そんなことでございます。 

 先ほどご指摘いただきました掛谷や久国につきましては，県の河川というようなこ

とで，県にお願いしていかなければならないところでございまして，再三にわたりま

してお願いを重ねてきております。そなに行ったけんすぐできるようなもんではござ

いません。長年にわたりましての結果だというに認識していただけたらと思っており

ます。 

 ただ，今山谷川の土砂につきましては，担当者のほうからも聞いておりますよう

に，捨てるところがなかったというようなことで，今回場所もできたというような話

も聞いておりますので，そうしたことができれば十分，今後そうした重要な河川とい

うようなことで検討もできる材料になるんじゃなかろうかと。まず，地元でそういう

土を捨てる土砂の捨て場所を確保していただきたいというようなことが前提になると

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 地元も一生懸命土捨て場の確保に努めておりまして，こと

しはある程度土捨て場がめどが立っておりますが，それだけでは到底捨て切れないっ

ていう問題を抱えております。地元で解決できる問題であれば，ここでこんなに頼め

とみんなにプレッシャーをかけられることもなく，地元の会議で十分対応できた問題

でございます。今山谷川，内間の問題もありまして，900メートルだけでなくてハウ

ス施設の周りの土砂もできれば一緒に取りのけたいっていう地元の強い要望がござい

ます。今，課長とか町長が認識されております土捨て場だけでは，到底なかなか捨て
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切れない。だけど，これ以上土砂がたまって大雨のたびに被害が起きるのをどうにか

したいっていうことがございますので，毎年県に要望を言った結果，やっとことし久

国と掛谷ができた。今山谷川の土砂の排出については，毎年区長から具体的に要望を

上げております。町長はもちろん，県に毎年要望を上げた結果解決できたように，今

山地区もことし27年度は無理でも，28年度は解決に向けて町長が対策をとっていただ

けるのでしょうか，そのことを確認したいと思います。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 先ほど答弁をさせていただきましたように，条件としては

土捨て場の土を捨てる場所が確保できれば，事業着手にかかれるようになるんでなか

ろうかというようなことでございます。この点につきましては，量も十分ここで掌握

しておりませんので，区長さんを初め地元の役員さんなりと十分協議をさせていただ

きまして，解決に向かって取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） ありがとうございます。地元の役員に，解決に向かって十

分取り組んでいくという町長の答弁をいただいたと，しっかり現区長と新区長，新区

長はちなみに川端元議長でございますので，今の言葉をしっかり伝えたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 いい返事をいただいたので，続いて次に参ります。 

 国保税の引き下げをということでございます。 

 石井町は，新年度から国保税の引き下げを決定しております。新年度から年平均

6,675円の負担減になっております。毎回のようにこのような質問をしております。

またかという認識を皆さん持っておられると思いますが，なぜかといえば，やはり住

民から何とかしてくれという，この人に頼まれたけん今回言うて，あかん，ごめんよ

う，余りええ返事もらえんかったっていうて，やり過ごしたと思うたらまた違う人か

ら，なかなか払えんけんどなんかならんでと，いろんな人から同じようなことを言わ

れるわけです。私が頼んだことは聞いてくれんっていうことはしたくありませんの

で，頼まれたことは町民の声として議会に上げていくというのは議員としての務めで

すので，しっかりと伝えさせていただきます。 
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 国民健康保険は，創設当時から被保険者が生活が困難な，このことは十分に認識さ

れております。現在このことは，年齢構成が高くて，医療水準が高い，無職者や失業

者，非正規の労働者等の低所得者が多くて所得水準が低いと，それなのに保険料負担

が重い。こういうふうな構造的な問題は，できた当初から想定されておりました。国

民健康保険の制度だからこそ，その第１条に社会保障の制度と明記されているわけで

す。昔の法律は自助という言葉で，お互いの助け合いっていう法律でございました

が，新しい国民健康保険制度っていうのはまず認識しなければならないのは，社会保

障の制度として明記されているということです。納めるのが大変，国も2015年度から

1,700億円もの安定化のお金を出して，何とかしようということもあります。勝浦町

は余りこの1,700億円はメリットが，前質問したときにそれほどメリットがないとい

う税務課長の答えをいただいて，残念な思いがしておりました。ここに書いてある質

問の項目で徳新を読んでますと，石井町の世帯数と人数と基金の割合を見たら，勝浦

町が何でできなんだかなという素朴な質問です。 

 課長にお尋ねします。 

 勝浦町は何世帯で，何人加入して，平均税額が何円で，基金が幾らかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（国清一治君） 松本税務課長。 

○税務課長（松本重幸君） お答えいたします。 

 平成27年度，今年度の当初賦課時点での数値でございます。国保の被保険者数が

1,367名，世帯数が820，それから１人当たりの平均税額が８万2,556円でございま

す。また，国民健康保険財政調整基金が平成26年度決算値で１億25万4,411円でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） ありがとうございます。徳島新聞による石井町の加入世帯

が3,507世帯で，加入人数が5,972人，平均税額は勝浦よりもかなり高くて10万

8,928円，しかし基金は5,972人もありながら２億1,000万円しかございません。勝浦

町は1,367人加入して，基金が１億円超えてございます。財源の状況を比較すると，

幾ら単年度で赤字が続いて高額療養費が続いて，この一，二年は厳しい財政状況にあ
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るとはいえども，国保の広域化を考えれば，今ある財源を勝浦町民のために有意義に

使って石井町並みの引き下げは可能かと，数字的にだけ考えれば思うのですが，この

点についていかがでしょうか。どっちにお聞きしたらよろしいでしょうか。町長でよ

ろしいか。 

○議長（国清一治君） 松本課長。 

○税務課長（松本重幸君） 今年度，療養給付費，また高額療養費の補正をさせてい

ただいたときにもご説明はさせていただきましたけれども，療養費全体で平成16年度

比で122.7％，金額で8,570万円ほど増額しております。また，今議会でも提案させて

いただいておりますけれども，保険税の軽減判定基準の見直しによりまして，軽減対

象者がさらにふえ，税収が減ることが考えられるため，なかなか国保財政は厳しい状

況になると推測されますので，今のところ国保税の引き下げというのは大変厳しいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） そのようなお答えが返ってくると予想しておりました。 

 しかし，広域化になれば自由に国保料を勝浦町で決めることができないんじゃない

かなって考えると，繰り越しと基金が何億円もあるわけですから，たちまち厳しい人

に，今まで私がいろいろ言ってきたように引き下げ，町民に優しい国保財政の運営を

とってもらいたいと考えますが。 

 国保の財政難っていうのは，国庫支出金が1980年代は50％国から出てて，それが

2007年度に約25％に半減してから厳しくなってきたわけです。全国知事会などの地方

六団体がずっと国庫負担の引き上げを要求しているわけです。町長は，国庫負担の引

き上げを町長として要求したことはございますか。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） お尋ねの件については，町村会のほうから要望を出されて

いるようでございますけども，私は十分認識不足でございまして，数字的なことから

十分理解して答弁するようなことにはならないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 
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○９番（井出美智子君） 中田町長はいつも謙虚な方ですから，確信を持ったことで

なければはっきりお答えしていただけないんですが，質問したことに対してはその後

誠実にきちっと対応してくださるので，国保の問題に対しても石井町の会計状況と勝

浦町の会計状況を見比べて，石井町ができるのであれば当然勝浦もできるだろうとい

う判断を下していただけるということを期待して，この問題はさらっと次に参りま

す。 

 指定ごみ袋の値下げをということで，小松島市が議会の指摘を受けてごみ袋を２割

値下げしている。小松島にもできるんだったら勝浦町も少しは安くなったらいいのに

なという単純な思いでこんな質問をしました，いかがでしょうか。 

○議長（国清一治君） 笹山住民課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） お答えを申し上げます。 

 平成28年３月２日に徳島新聞朝刊に，指定ごみ袋２割値下げ，小松島市議会の指摘

を受けという記事が載っておりました。私どもの町で小松島市のように値下げをした

として，平成24年度の例を例に２割下げたとして計算を起こしてみました。そした

ら，経費と売り上げとの差額が４万8,532円の利益といいますか，経費が少ないとい

うぐらいになるようなことでございます。前の消費税の値上げのときにも，ごみ袋の

値段は値上げをしておりません。また，今後も消費税の値上げもあるということも視

野に入れると，本町としましては難しいかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） ごみ袋の取扱量が違うから，そんなに４万8,000円しか町

に残らないわけですね，わかりました。 

 ここで諦めると思ったら違います。住民負担をいかに軽くするかということで，ご

み袋問題だけでも調べてみますと，一律に値段を決めている単純方式だけでなくて，

超過量方式とか２段階方式っていって低所得者の人にはごみ袋を何枚か無料で差し上

げて，それ以上ものに関しては有料で買い入れてもらえるというふうな施策をとって

いる自治体もございます。それから，所得に限らずに全員にそういうふうにして一定

量を出たごみ袋に対しては，すごく高いごみ袋の値段を設定している自治体もござい

ます。勝浦町の場合は私が望むとしたら，４万8,000円分といえども，生活困窮者の
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世帯へのごみ袋の無料配付をしてはどうかと考えておりますが，課長はいかがでしょ

うか。 

○議長（国清一治君） 笹山課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） 超過量方式とか２段階方式を取り入れてはどうか，また

低所得者世帯へ無料の配付をしてはどうかというご質問でございます。 

 ただいま本町のごみ袋は，各町内の商店で販売をしていただいております。その売

り上げの個人別の把握というのは難しいかなと。 

 それから，低所得者世帯の確認ということですが，どの世帯を低所得者とするか，

個人情報のこともあり，これも住民課で取り組むのは難しいかなと。 

 それからもう一つ，お金を払ってご購入をいただくことで，ごみの量の抑制にもつ

ながるかなというふうな考えも持っております。現在の方式でいきたいと思っており

ます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 低所得者，これは福祉施策として取り組むべきものかもし

れませんので，今議会はここで引き下がりますが，次はひょっとしたら福祉課長のほ

うにこの問題はスライドするかもしれませんことを予告して。 

 最後に，住民課長に食い下がるとすれば，兵庫県の三田市では指定ごみ袋の裏側に

広告を掲載して，広告の掲載料を収入にしているわけです。収入にした分を福祉施策

のほうに回すということは印刷代が高くなるから無理，どうなんでしょうね。そうい

うことを検討したことはございますか。 

○議長（国清一治君） 笹山課長。 

○住民課長（笹山芳宏君） 広告を掲載してはというお話でございます。 

 広告を載せるために印刷をするとすれば，原版をつくるのに４万円ぐらいはかかる

ようでございます。１年でごみ袋は大体売れてなくなっております。ごみを入れると

きに入れる方に見ていただけるのかなとか，置いてからは見にくいのではないのかな

というふうなことも考えましたら，広告を掲載しても利用していただける方，見てい

ただかなければ宣伝効果がないので利用する方も少ないかと思いますし，町内だけで

ございますので，町内の商店等がそういうふうな取り組みに協力をしてくれる可能性

も少ないかと思いますので，本町では残念ながら採用いたしかねると思っておりま
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す。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） ごみの問題は，新しい課長になってもう少し粘ってみま

す。 

 最後に，インターネットを利用しない世帯の利用料軽減をと。 

 これもしつこく質問をしております。これもあっちへ行けば頼まれ，こっちへ行け

ば頼まれ，みんなに言われるわけです。ずっと議会広報を見直してみました。７月の

若あゆ会議のときの議会広報を見ますと，４Ｋ，８Ｋの新しいテレビにも対応できる

新方式を採用と，議会広報の見開きのページにすごく大きい文字で入れさせてもらい

ました。それは，全然的外れの記事でございます。 

 それから，質疑の問題でいえば，楽ビジョンがなくなるが，それにかわるサービス

はどうなるのか，スピードが速くなる以外何かメリットはあるのかと質疑で美馬議員

が尋ねております。スピードは明らかに遅くなりました。楽ビジョンが外されて，イ

ンターネットはパソコンを持っている人しか利用できなくなりました。何のメリット

もないっていうことがだんだん明確になりました。このときの参事のお答えは，質疑

のお答えは，町としてどのような機能を選択するべきかまだ決まっていないという答

弁を掲載しております。そこで，議会が要望したのは，選択の中身を決める前に議会

に知らせて町民の声を反映させてほしいということは，繰り返し議会として声を上げ

ておりました。これは，改めて読み直すと納得できないわけです。 

 私の質問，業者とのケーブルテレビ契約の更新内容は決まっているのかと聞いたと

ころ，２業者からサービス向上の提案を受けて検討中である。このサービス向上って

いうことも何か事実に反する記事だなと，議会広報委員長として責任を感じておりま

す。それから，広く町民の声を聞いて内容を精査するべきではないかという質問に対

して，住民の声はしっかりと把握しているので反映していく，このように答えており

ます。 

 住民の声は，インターネットを利用する人は遅いからもっと速くしてほしい，イン

ターネットを使わない人は使わない分安くしてほしい。住民の声をしっかり反映して

いる事業と言えるのでしょうか。この点について参事のお答えをお願いします。 
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○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 多数の質問をいただいてどれからご答弁させ

ていただいたらいいかわかりませんけど。 

 まず，今回業者選定，ＦＴＴＨの機器更新しました。それに伴いまして，今度ＩＲ

Ｕの契約の見直しをするということで数業者に提案を出させました。いろいろ提案を

出させるより前にも，業者間との間で料金についてはどうなるんかということで，い

ろいろ議論をしましたが，これ提案する前の話ですけども，業者の中では今よりは到

底高くなると，今の料金を維持するのはかなり難しいというような議論もありました

けども，私どもとしましたら使用者それから町にとって今の料金を維持してほしいと

いうなことを議論した上で，２業者が今の価格で提案をしてまいりました。そのほか

もいろいろあるんですけども，価格についてはそういうことで提案がなされました。

料金につきましては，従来とほぼ同じ程度というふうに申してきましたし，そういう

ことに落ちついたんですけども，全体見ましても３セットでこの価格は安価と考えて

おります。勝浦町と上勝町と同等のサービスをしておるところが，これが神山と佐那

河内にございます。それ以外のところはインターネットだけで4,000円程度かかって

おりますので，今の価格は維持したいなというふうに考えておりまして，そういう議

論の中で価格設定がされてきたということでございます。 

 それから４Ｋ，８Ｋのことですが，４Ｋにつきましては仙才議員さんとこで申し上

げましたように，ＯＮＵの中に放送と通信の一体化ということで，周波数が大きくな

りましたので，４Ｋについては対応できるだろうと思ってます。８Ｋについては，こ

れからの分野でもありますし，今のところそれでいけるかと思っておりますけども，

これ技術がなかなか進んでまいりますし，今のシステムで対応できないとこがあった

らまた新たに対応していかないかんのかなと思ってますけど，８Ｋについてはこれか

らかなりまだ先の話になるかもわかりませんので，そのあたりは状況を見ながら対応

していきたいというふうに考えてます。 

 それから，楽ビジョンについては，楽ビジョン廃止ということで，この役割として

は前にもお話ししましたように，アナログテレビのチューナー対応という一面がござ

いました。楽ビジョンをなくしますと，アナログテレビが映らないということがござ

いましたので，いろいろ検討いたしましたけれども，総務省の事業に地デジ対応用の
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チューナーの貸与事業，こういうのがありましたので，それを無償で楽ビジョンのか

わりに設置をすることにして対応いたしました。そういうことで，楽ビジョンはなく

なりましたけども，アナログ対応についてはそういうことで処理をしました。 

 それから，そのぐらいでしたかね。ほかあったですかね。 

 答弁漏れないですか。よろしいですか。 

○議長（国清一治君） あるけんど，次に行くって。 

 ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 参事が，できるだけ安く町民のためになるようにと努力さ

れたことは私も認めます。しかし，町民の思いとか議会の思いはそうではなかったと

いう認識で私はおります。インターネットをもっと速く利用したい人は，当然その料

金を払える人たちです。インターネットを利用しない人たちは，もっと安く利用した

い人たちです。そのようにしてほしい，それが10年を待っていたわけです。それはず

っとこの間，繰り返し言ってきたことです。 

 それと，今回の事業に対して一番おかしいと思うことは，この事業の目的が高速通

信網整備であるからインターネット，テレビ，ＩＰのセット料金になる。高速通信網

整備，高速でないです。それから，インターネットが使えません。このことはおかし

いでないか。町民にこだわりを持っておかしいって怒る人がおったら，これはおまえ

町がおかしい事業をしとんじゃないかと，これなんなと。マスコミに取り上げるな

り，裁判にでもするぞという難しい人がおったら大きな問題になりはしないかなって

いうぐらい，町民の思いと今の時代の高速通信網とかけはなれた内容と，使わない人

と。10年前のときだったらまだ辛うじて許せた内容を，今10年後に見直しをしなけれ

ばならないのに，安易にセット料金が安いからっていっていったってということは，

私たちもＩＴ関係に対して疎いですから，良心的に４Ｋ，８Ｋにも対応して，速度が

速くなるのであればということで賛成しました。しかし，速度は前より遅くなってい

るし，新しい内容にも対応できない。これは説明と違う，おかしいでないかっていう

ていいと思うんです。 

 町長自身も，これからの時代はインターネットをもっと利用していくことが必要な

ので，より利便性を高めて全世帯での利用を図っていきたいっていうふうに答弁して

くださってます。より利便性を高めるということは，若い世代が望むもっと速い通信
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速度を求めていることだろうし，４Ｋだけでなくて８Ｋ，もっと次の内容にも対応し

ていく。だから，この内容は，最初の説明をそのまま受けてそうなんかなと思って，

簡単に賛成してしまった私自身にも非はありますが，説明を受けたらそうだと思って

しまいます。事実と違う事業内容になっているんではないか。この問題，こういう認

識なんですけどおかしいですか。 

 町民の多くが，インターネットを利用しない世帯が本当にまだ多いですから，そう

いう人たちの願いは聞かない，もっと速くしてもらいたいっていう人の願いも聞かな

い，セット料金のほうが安いからっていうふうな答弁だけを聞いて，何ぼ予算に賛成

したからといってもおかしいじゃないですか。もっとどうにかできないんかっていう

町民の思いはしっかりと伝えて，もっと安くせなあかんし，もっと速くせなあかん，

どうにかならんのかってみんな思ってます。その町民の声はどのように受けとめます

か。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） この事業のもともとの事業は，インターネッ

トを普及するという前提で事業を開始しましたし，今ご加入いただいている方にもそ

ういうインターネットを使用するんだという前提で契約していただいておると思うと

る，そういう前提でこの事業は始まっておると思ってます。インターネットを使わな

い方っていうのは，この間も話しましたように，なかなか高齢者を中心にインターネ

ットを使いません。こういうのがいろいろアクセスの状況から業者さんの状況を聞き

ますとそういうことですので，お年寄りはインターネットをなかなかしづらいという

ことがありますので，別の意味で光ボックス等の話もしましたように，見守りである

とか別の意味でオプションをつくって，こういう老人対策，福祉対策をしていく方向

のほうが，お年寄りにインターネットを使え，使えって言うよりは有効ではないかと

いう発想のもとに楽ビジョンも中止とか廃止もしましたし，今後そこの福祉政策なり

とか見守りも含めてそうですけど，そういうサービスをどうやってやっていくかって

いうのはこれから議論をしていって，そういう住民のニーズに合ったようなシステム

を構築していかなならんと。これはこれから皆さんともご議論してどういう対応する

かっていうことはありますけど，現状においては楽ビジョンがなかなか使いこなせな

いというか，使いづらいという現状がはっきりしておりますので，そこは中止をさせ
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ていただいて，アナログチューナーについては総務省のチューナーの貸与事業でカバ

ーしていくということで，議論というか方針になったわけです。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 何回言っても堂々めぐりで，お互い自分の言いたいことを

主張するだけに終わりますが，インターネットを使わない人のプロバイダー料は安く

してあげてほしい。せめてシステムをお年寄り対応にいろいろしていくんであれば，

まだまだ改良の余地があるという答えをいただいたわけです。だから，この契約の中

身は，今ここで終わりでないっていう答弁を参事からいただいたと思っております。

町民の声をしっかりと受けて，インターネットを使わない人のプロバイダー料金は安

くできる，専門の仙才さんが，私たちの議員の中で一番詳しい仙才議員がそのように

言っていることは可能だと考えておりますので，ぜひともしっかりと議会の主張，町

民の声，それを受けた契約内容にしていただきたいと思います。町長，最後に一言ど

うぞ。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○９番（井出美智子君） インターネットを使わないお年寄りのせめてプロバイダー

料金ぐらい安くしてほしい。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この件につきましては，１番議員のトップ初日にいろいろ

と議論させていただきまして，答弁もさせていただいたところでございます。ですか

ら，それを今すぐ直ちにプロバイダー料を値引きしてやるというような決断はするこ

とはできませんので，十分議論もさせていただきたいというような答弁でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ９番議員。 

○９番（井出美智子君） 何かやったという思いが，今しております。多分そのうち

プロバイダー料金ぐらい安くなると確信して，この議会の質問は終わります。 

○議長（国清一治君） 以上で９番議員井出美智子君の一般質問は終了いたしまし

た。 

 議事日程の都合により，休憩いたします。 
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            午後３時23分 休憩 

            午後３時37分 再開 

○議長（国清一治君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ６番篰公一君の一般質問を許可します。 

 篰公一君。 

○６番（篰 公一君） 議長の許可をいただきましたので，ひな会議の一般質問を始

めさせていただきます。 

 桜の開花がテレビをにぎわせており，ここ二，三日は４月中旬の陽気だと。春の海

ひねもすのたりのたりかなという句がありますが，勝浦町ではとりわけ春の山ひねも

すのたりのたりかなというところでしょうか。 

 それでは，通告書に沿って進めていきます。 

 地方創生事業が27年度から先行型として実施されていますが，昨年10月に策定され

たかつうら創生総合戦略に基づく事業は，28年度の当初予算で肉づけされ実質的に始

まるわけですが，その中から２つの事業について質問します。この２件は，以前に一

般質問及び町民の声に関する質問で取り上げたものですが，その後の動きについて質

問します。 

 ます，１点目は宅地造成事業ですが，事業費として1,766万1,000円が計上され，用

地買収費や造成費などの明細もわかり，具体像が浮かび上がってきました。この事業

の基本的なところを町長に質問しますが，町長はこのひな会議の所信表明の中で，こ

の事業は町外からの移住者を対象にすると述べており，少し違和感を感じたのです

が，町外者に限定した事業とするのかどうか，答弁をお願いします。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 町外からの移住者に限定するのかというようなご質問でご

ざいます。今回ひな会議の所信の中でも述べておりますように，町外からの移住者を

対象にして横瀬地区での宅地造成，分譲を行いますというように述べてもおります。

この事業につきましては，人口増を目的としておりまして，町外からの移住者を対象

とした宅地造成というようなことでございます。募集に当たりましても，町外からの

移住者を対象にしたいと考えているところでございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 
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○６番（篰 公一君） この事業を提案してきた理由の中に，若い人と話をしている

と，現在町内にいる人でも，勝浦町には適当な土地がない，あっても高い，それで町

外で家を建てざるを得ないという声をよく聞きました。また，今までに町に税金を払

ってきた人と，町外にいた人は町には税金を払ってきてません，そのことの公平さも

考慮しなければならないと思います。そして，何よりも町の総合計画の重要課題であ

る人口減少の抑制，定住促進策といった大きな枠の中で考えると，町内外を問わない

ほうがよいと思います。町長は今人口増を目的とした事業にするというような答弁が

ありましたが，私はもっと大きな枠の中でこの事業を考えたほうがよいと思います

が，町長どうでしょうか。再度答弁をお願いします。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） ご質問は，町民からも購入できるように，宅地を望む声が

非常に大きいという議員のご指摘もいただいております。定住施策として本来，今回

の定住促進，移住者の促進というような大きく取り上げてもおるとこでもございま

す。その中で宅地造成を行うというようなことでございます。来年４月からがスター

トの年と，実質な予算も出ておりますのでなるわけ……。 

            （「ことし」の声あり） 

 ことし，ああそうです，なっておりますので，今回の宅地造成の位置づけといたし

ましては，来年度試験的に小規模造成を，宅地造成を実施をしてみて，町が主体とな

っての宅地造成の課題，課題もあろうかと思っておりますし，また問題点も検証しな

がら，こうした事業が町として宅地造成して分譲していけるということになれば，今

後大きくといいますか，さらに広く箇所数もふやすなり，いろんな方法をとって宅地

造成を行っていくことによって，さらに人口増につながる施策になるんでなかろうか

というように考えております。事業を本格的に展開するようになれば，当然定住促進

の観点からも，先ほど議員ご指摘のように町民の皆様方にも対象に加えるべきだと考

えておるところでもございます。十分議員の提案も踏まえまして，来年度の分譲にお

きましては，定住促進の観点から町民からの応募も受けられるようにしていきたいと

考えております。 

 ただ，多くの申し込みがあった場合は，移住者や子育て世代を優先するなど，そう

した少し特徴のあるところはぜひとも入れていきたいなというふうにも考えておると
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ころでもございまして，いずれにいたしましても，人口増加にどれだけ寄与するかを

判断をさせていただきまして，いろんな観点から公平性もしっかりと見届けまして選

定をしていくことといたしたいと思っておりますので，よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 町長から，来年度から実施してみて，その中で問題点や課題

を探りながら進めていくというような答弁がありましたが，副町長にお尋ねします。 

 今，日銀のマイナス金利政策で住宅ローンが非常に安くなっており，家がさらに建

てやすい状況になってます。この宅地造成事業が促進されれば，定住はもとより経済

効果も大きく，町には固定資産税の増収も期待できるわけです。実質的にこの事業は

町に負担がかからないわけですから，大いに促進していくべきやというふうに思うん

ですが，まずこの事業をするに当たって要綱をつくると思うんですが，その要綱の中

に今ほどの町外からの移住者限定ということを入れてしまいますと，ハードルが高く

なって今後の促進の妨げになると思うんですが，この点についてどのように思ってる

か，副町長の見解をお尋ねします。 

○議長（国清一治君） 福田副町長。 

○副町長（福田輝記君） 先ほど町長が答弁をさせていただきましたとおり，当初は

移住者限定ということで進めておりましたけれども，議員から町内の定住者というよ

うな観点からもということがありまして，先ほど町長のほうから，来年度この分譲か

ら町内，町外問わず応募は受け付けると。ただし，選定に当たっての判断材料とし

て，移住者とか子育て世帯とか，そういうものについて判断はするけれども，募集に

ついては広く町内外から受け付けるというような答弁もございましたので，そういう

ような方向で要綱は町内外問わず受け付けるという方向でつくっていくと思います。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） ありがとうございます。要綱には，つまり移住者限定ってい

うのは入れずに，募集段階では町内外を問わず募集して，選定に当たるところで優先

順位をつけるというようなことで，私もそれのほうがベターではないかなと思いま

す。 

 もう一点，町長にお尋ねしますけれども，今回新年度のこの事業予算でかなり具体
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的な数字になっていますが，ある程度これは候補地を見据えた予算計上と思うんです

が，万が一いろんな条件，買い取り条件とか，その他どのような設備をするのかとい

う条件で，今候補地と上がっているところが決まらなかった場合，今年度中にまた次

への候補地第２，第３への展開は予定しているのかどうか答弁をお願いします。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 宅地造成というような新しい試みでございますので，ぜひ

とも造成をして多くの方に住んでいただいて成功させたいという思いであります。 

 今回，具体的に１カ所に絞っての話が推移として出ておりますけども，第２，第３

というようなことも，一応横瀬地区というようなことで限定しておりますので，その

周辺で同じような条件で候補地は考えていきたいというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 町長のほうから第２，第３の候補地も検討はしていくという

ことですが，何分にもその候補地が農振地にかかったりする場合は，締め切りは３月

10日でこの前の広報か何かに出とったように終わるんで，28年度の事業としては難し

い場所もあるかもわかりません。できる限り第１候補で事業を進めるように全力投球

をしていっていただきたいなと思います。 

 次に，建設課長に尋ねますが，前回の一般質問と重なる点もあるので簡潔に答弁願

いますが，予算成立後28年度のスケジュール，これは前回も聞いたんですが，今回具

体的に予算出てきました。この会議で予算が成立しますと，28年度のスケジュールは

どのような計画になっているのか，主なところでお願いします。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 予算成立後の28年度のスケジュールということで，大き

く分けますと３つのステップに大分類したいと考えております。 

 まず，１つ目は用地買収，２つ目は造成工事，３つ目は販売ということで３つに大

分類をしたいと考えてます。あくまでも相手がありますことですから，勝手なスケジ

ュールでございますが，１つ目の用地買収については７月末で完了したいなと。そし

て，次の２つ目の造成工事については，用地買収後にかかりまして11月末を完成のめ

どにしたいなと考えております。そして，販売につきましては，１つ目の用地買収が



- 286 - 

終わって造成工事の計画が作成されて，分譲数が決まりまして販売価格が算出された

時点で公募したいなと考えております。おおむね８月ごろかなというふうなことと考

えております。当然造成工事も並行しながらという考え方でおります。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 確認ですが，用地買収，造成は前回も聞いたようなのと大筋

では変わらないと思うんですが，販売については用地買収が終わって造成をしながら

並行に８月と，要は28年度の８月ということでいいんでしょうか。 

○建設課長（柳澤裕之君） はい。 

○６番（篰 公一君） 販売価格の件ですが，前回の質問では積算コストで単価を決

めるということでありましたが，私が一番危惧するのはやはり周辺価格との差，これ

が気になります。安くできた場合についても，逆に高くなった場合でもそうですが，

周辺価格とのバランスを考えてある程度調整するというようなことはあるのかどう

か，建設課長お願いします。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 販売価格については11月議会で申したとおりで，土地の

購入価格，それから造成費，その他附帯工事費とか土地調査費等の事務費，いわゆる

総事業費を戸数で割るというふうな算式で販売したいなと思っております。いろいろ

当然周辺との価格差もあるかもわかりませんが，とりあえずこの方針でいかせてもら

いたいなと考えております。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） この件については，前回の答弁と変わらないというようなこ

とです。極端なことは出ないとは思うんですが，もしも第１候補地が決まった場合，

最近売買されたようなところもありますので，そこらあたりが考慮する必要があるん

かなというような気がしますが，これも実際進みかけてからもう少し生産的にできた

段階で私も考えてみたいなと思いますが。 

 それと今度，公募する場合に初めに町長なり副町長のほうから答弁いただいたとこ

ろと若干かぶるところがあるんですが，以前に町有地を売り出したときにオークショ

ンというような形で少しでも高くというような販売方法をとったことがありますが，
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今回の場合はそれは入れる予定はあるのか，先ほど言うた先着順にするのか，それと

も応募者の中身を検討して優先順位を決めるのか，言いました先ほどの答弁では一番

最後の応募者を見て優先順位を決めるということになるようなことだったと思うんで

すが，オークションというような考え方はありませんか，建設課長。 

○議長（国清一治君） 柳澤課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） オークションのような値をつり上げていくというふうな

考え方はございません。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） この事業，今回は横瀬地区ということなので，事業の推進に

私としてもできることがあれば大いに協力をしていきたいと，いましばらく推移を見

守っていきたいなと思います。 

 ２つ目は，阿南方面への通学手段事業についてでありますが，２月会議の町民の声

に関する質問で概要について答弁がありましたが，今回200万円の予算が計上され，

いよいよスタートすることになり大いに期待していますが，町民の声に関する質問で

は時間的制約があったので具体的な内容について質問します。 

 これに先立ちまして，保護者会の会長さん，副会長さんから話を聞きました。その

中で，誰かがやらなければいつまでたってもスタートできないと，保護者会が引き受

けて問題点はその都度改善していけばよいと，いつまでも放っておけないということ

を聞き，非常にありがたく思いました。 

 教育委員会事務局長に聞きますが，先日の高校入試の発表を受けて，新年度に阿南

方面へ通学をする直近の生徒数は何人いますか。 

○議長（国清一治君） 河野局長。 

○教育委員会事務局長（河野稔彦君） 阿南方面へ通学する生徒の生徒数でございま

すが，対象校は富岡東，西，それから阿南工業，阿南高専となります。新の１年生は

15名，２年生12名，３年生６名の合計33名でございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） その中で利用希望者は新しく何人いるのか把握できています

か。前回のときでは７人というようなことだったと思うんですが，それはできてます

か。 
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○議長（国清一治君） 河野局長。 

○教育委員会事務局長（河野稔彦君） 前回のお答えでは多分７名というのは，今度

新しい２年生，３年生であるんですけれども，新の１年生は先般保護者会に寄ってい

ただいて説明をしたところなんですけれども，確定の数値ではありませんが７名，半

分，半数近くの方が利用したいというところで，今取りまとめを行っておるところで

ございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 14名ぐらいということでいいんでしょうかね。 

 前回の質問の答弁では，運営主体は保護者会が行う，町有の10人乗りの自動車を使

って実施するというような答弁でしたが，昨年11月の買い物バス事業が発足するとき

に，料金を徴収するということになると陸運局の許可に時間がかかるというようなこ

とで，無料でスタートするという問題がありました。今回，利用料金も徴収するとい

うことなんで，そこらあたり法的な問題はないのかどうか局長にお尋ねします。 

○議長（国清一治君） 河野局長。 

○教育委員会事務局長（河野稔彦君） お答えします。 

 さきの２月会議におきましては，このときには町所有の公用車を貸与し運行すると

いう計画で進めておりました。そのような形で報告をさせていただいておったんです

けれども，この中で今おっしゃられた料金体系につきましても検討を重ねてまいりま

した。その結果なんですけれども，このときの予定のスキームでは自家用の有償運送

ということとなりまして，運行の登録が必要という最終的には結論に至りました。 

 このことから，運行方法としましては保護者会と協議をいたしまして，タクシー会

社に最終的には委託をし，実施をしたいというふうに結論といたしました。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 運行方法が前回の答弁では，町有のハイエースを使ってする

のがタクシー会社に委託することに変わったと，１カ月ぐらいの間で。買い物バスの

とき，このときの経緯は福祉課長がいきさつをよく知ってたんですよ，いろいろ町所

有について。役場庁舎の中で，福祉課との横の連絡というのがこれまでされなかった

んですか。 

○議長（国清一治君） 河野局長。 
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○教育委員会事務局長（河野稔彦君） 実を申しますと，役場，こちらとしまして

は，要するに費用を徴収するところが当局という陸運局になるんですけれども，費用

を徴収するというところで問題が発生しないかというところを調べておったんですけ

れども，そのときに福祉課のほうのお買い物バスの情報も調べさせていただきまし

た。それで情報をいただきまして，最終的には福祉課のほうも，料金を取れば許可が

必要ということで，だめじゃということで取らないという方向もいただきまして，改

めてこちらのほうも保護者会が自主的に運行するとなれば，自家需要ということで許

可が必要なかったんですけれども，町が何らかの補助金を，支援をする形で提供する

となれば，最終的に結論としては有償運送となると。つまりは登録が必要ということ

になってまいりまして，最終的には急遽だったんですけれども変更させていただいと

るという経緯がございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 前回のときも有償にするっていうことはもうわかっとったん

ですね，小松島へ通学する程度の利用料金は徴収すると。これは教育長の答弁だと。

そうでないと，阿南方面だけ優遇して徳島，小松島方面へ行く人との公平性がとれな

いということでした。それに対して補助金も今回出すようになるということは，補助

金を出すという予算は12月，１月から検討してきたことで，予算査定も終わっとると

思うんです。そういうことが２月の会議のときまでに本来はしておかなければいけな

いことと思うんですが，ここらあたり今の局長の答弁では，保護者会が自主的に運営

するんだったら問題ないんかなという認識だったということですが，行政がすること

としてはお粗末っていうか，もう実施間際ですよね，この４月からということで。え

らいどたばたしたなという感じがあり，多分保護者会にも連絡いっとんでしょ，当

然。保護者会も困惑したと思います，その前までは町のということで，町の車を利用

するって言っとったんが間際になってタクシー会社と。結果的に言うたら，私は以前

に民間の輸送業者さんにしたほうがええんじゃないかというようなことを前は提案さ

せてもらったことがあるんで，そうなったんかなというようなことがありますが，先

ほど言いました実施間際になってのどたばた劇，教育長大概いろんなことに注意を払

って物事を理詰めで進めていかれるのに，何か原因があったんですか，教育長答弁を

お願いします，そのことについてです。 
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○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 議員仰せのとおりでありまして，事務局として十分な理詰

めができておらなかったというところで，法的な問題をクリアしてなかったというの

が実態であります。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） これ以上議員どうこう言うてもしゃあないんで，今後運行が

スムーズにいくようにとは思ってますが，もう一点局長のほうに確認しますが，乗り

場とか，当然町内といえば西のほうからいうたら坂本から沼江まで，もしも利用する

人がおれば，どこを乗り場にするのかとか，各地区によって利用料金も違えるのかど

うするのか，それを月決めで決めるのか，回数券によってするのか，そういうところ

っていうのは保護者会の方と決まってますか。 

○議長（国清一治君） 河野局長。 

○教育委員会事務局長（河野稔彦君） 乗り場と料金関係の決め方ということでの質

問でございますけれども，まず乗り場，それから料金につきましては，保護者会が主

体となって決めていっておるわけなんですけれども，町も協議しながら決めさせてい

ただいております。 

 まず，乗り場につきましては，県道沿いの町内，今のところ３カ所から５カ所ぐら

いで，まだ最終決定は乗る方によって最終判断したいと思うんですけれども，そのぐ

らいで上，中，下ぐらい，横瀬，久国，沼江ぐらいですか，そのあたりで検討したい

なと思っております。場所なんですけれども，バス停近く，バス停となりますと公共

交通の徳バスと混乱するおそれがあるんで，バス停からは少しずらそうかなというふ

うに考えております。 

 それから，便数なんですけれども，１日３便，行きが１便と帰りが２便という格好

で，それから回数券で料金は負担をしていただくというふうに保護者会のほうとも協

議をしまして決定をしております。 

 それから，設定料金につきましては，小松島－勝浦間の定期券の料金を参考としま

して，それから多方面への通学されてます学生との公平性を考慮しまして最終決定を

いたしております。 

 あと，運行なんですけれども，１学期を町としましては試験的にやってみたいと思
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います。何分初めての取り組みでございまして，いろいろ課題も出てこようかと思っ

ております。そのことで料金設定については，１学期は上，中，下で乗るとしても定

額でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 今局長から答弁いただきまして，試行期間っていうんです

か，１学期を試行期間として，その中で乗り場所，また定員の問題，何人ぐらい利用

があるのかとか，当然採算面もそういう中でいろんな課題が見えてくると思うので，

それを見直すということの答弁だったと思います。 

 最後に，教育長に再度お尋ねしますが，非常に重要なことなんですが，万が一事故

が起きた場合のときの対応です。保護者会の会則では，生徒に事故，けがが発生した

場合は保護者会でもって対応するということになっていますが，当然保険にも加入す

ると思うんですが，保険会社や委託業者，タクシー業者ということになってますが，

その方たちで完全に済む場合だったら当然問題ないんですが，少し大きくなったりし

た場合，保護者会だけの対応では済まない場合も出てくると思うんです。そういう場

合に，教育委員会として何かサポートはされるのかどうか答弁をお願いします。 

○議長（国清一治君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 行政におけるサポート体制はというご質問じゃなかったか

というふうに思います。 

 アクシデントについてはあってはならぬことなんですけれども，議員も先ほどおっ

しゃられたとおり万が一ということでございますが，万が一という場合にも道義的責

任というのは行政にあろうかというふうに思います。ただ，先ほど局長のほうからご

案内させていただいたとおりで，１学期の暫定運行という形にはなりますが，１学期

につきましてはプロの運送業者に委託をするということで，運行する体系をとってお

ります。そういった意味から，刑事的責任であったり民事的責任であったり行政的責

任であったりといったところについては，コマーシャルベースでの責任問題の発生で

なかろうかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 
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○６番（篰 公一君） 十分なサポート体制はお願いしたい。やはり生徒並びに保護

者が安心してこれを利用ができるということが，そういう体制をつくるんが一番と思

います。既に私の議会に対して，使う予定の方から非常に感謝の声も届いておりま

す。新しくできるんで非常によかったと。そこはおばあさんが送っていってるような

ところとか，それから今度若い１年生になる人もこれでよかったというような声も聞

いておりますので，スムーズな運営を期待したいと思います。 

 ２項目めは，ケーブルテレビのＩＲＵ契約について質問します。 

 この件は，きのう，きょうと質問が出ましたので重複するところは省きますが，町

の広報３月号にいきなり運用会社の変更記事が掲載されて，私は唐突感を持ちまし

た。今議長の許可を得て，各議員に覚書のコピーを配らせていただきましたが，この

覚書の中には昨年10月20日付で運用会社と基本合意して，11月２日付でこの覚書が交

わされております。参事にお尋ねしますが，12月，１月の１番議員の町民の声に関す

る質問の答弁には，運用会社の変更のことは出てきませんでした。何か理由はあった

んでしょうか，もう既にこのときには覚書が交わされとったわけです。その点につい

てお答え願いたいと思います。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 結果につきましては，今議員さんがおっしゃ

られたとおりでございます。10月に複数業者，２社ですけども，提案をいただきまし

て覚書を締結する契約をいたしました。問題は，提案どおりに果たして履行できるか

というあたりが大変いろいろ隘路がございまして，そこらあたりを詰める期間がござ

いました。覚書の中にも履行されれば28年度以降の契約をするというような内容でご

ざいましたので，まだ１月，２月の間には，具体的には申しますとメールアドレスと

かＩＰ電話の番号がもしかしたら変わるというようなことがございましたので，その

あたりの議論をずっとしておった，変更せずにいけるように利便性を考えて，変更し

ないような形でできないかということをずっと交渉をしておりました。そういう過程

がございましたので，覚書の内容のような，履行されれば28年度からやりますよとい

うような契約内容の覚書の内容になってます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 参事の答弁では，覚書は交わしたけれども，まだ不確定な要
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素があって詰めなければいけないところがあるので，あえて質問もしなかったわけ

で，当然わからないわけですから，こちらのほうは。しなかったので，その答弁もな

かったということと思うんですが。 

 １点だけ，先輩議員並びに同僚議員が今回質問された料金の件で，この覚書の中に

提供サービスとしてはテレビ放送，それとインターネット，ＩＰ電話をワンセットに

して提供するということやって，その次に使用料については月額2,570円を上限とす

るということが書かれてますわね。その下に詳細については別途協議するという文言

があるんですが，もしもインターネットを使わないとかという人の料金を考える場合

は，この別途協議で変更できるのかどうか，その点についてだけお願いします。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 別途協議の中には料金の変更は入っておりま

せん。あくまでもこの３つを一体として4,570円でいくというようなことには変わり

はございません。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 料金のことについては，先ほど言いました，いろいろ出てき

たので，今回は別途協議には入っていないということというので，それで確認できた

と思います。 

 さらに，この料金のことに関連はするんですが，後でメリット，デメリットのとこ

ろでもう一度ちょっと触れたいと思うんですが，この件に関して上勝町も当然契約を

覚書の中に入っとんですが，上勝町のほうからは何もそういう料金のこととか意見は

なかったのかどうかだけ確認したいと思います。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 料金設定については，ずっと前から上勝町と

一緒に協議をしてきた経過がございますので，特にこの金額についての異論はなかっ

たと承知してます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） ２点目は，サービスの内容について尋ねます。 

 ２業者から提案があって有利なほうに選定した，これは当たり前のことと思うんで

すが，一番大事なのは有利な点の内容なんです。内容はまだ私たちは知らされていな
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いんで，町の広報によりますと，ちょうど４月号にはその内容を掲載するというよう

なことが３月広報には書かれてますが，実際に検討をしたときに，私たち利用者や町

にとってどのようなメリットがあるのか，また従来と比べてデメリットがあるんであ

れば，それもあわせて答弁をお願いします。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） まず，利用者に対してのメリットでございま

すけど，これも広報のほうで若干お知らせしたとおりでございます。初期工事，新規

加入でございますけど，これについては今までの料金より，広報のとおり５万

5,000円から６万5,000円に値上がりをするということになります。ただ，移転費用に

ついては７万円今までかかっとんですが，それは無料になります。それから，撤去費

用，転出とかいろいろございまして，それも１万6,000円の費用がかかっておりまし

たけど，これも無料になるというようなことで，あとの引っ越しとかいろいろ撤去に

ついての維持管理については，利用者についてもかなり有利になると考えておりま

す。 

 それから，情報センターのほうにいろいろトラブル等のときの対応の窓口がござい

ますけど，これも広報でお知らせしましたとおり，これまでは平日の９時から夕方の

５時までということでありましたけども，これに加えまして土曜日は午前９時から午

後の７時まで，それから日曜，祝日につきましても午前９時から午後５時まで拡大さ

れておりますので，利用者についてはきめ細かく対応ができるかなという点がござい

ます。 

 それから，町のほうでございますけども，これまで別途で有償契約で維持管理して

いたことがたくさんあります。例えば，電柱の共架の移設でありますとか，それから

本線から宅内への引き込みの断線の費用，それからよくあったのが光ファイバーへの

倒木，災害時のときの倒木とか，それから鳥獣害対応，このあたりが今まで有償契約

でありましたけども，今回というか新しい方針の中では，保守範囲の中で対応してい

ただけるということで，維持管理の節減につながるのかなというふうに考えてます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 参事のほうからメリット，デメリットを，町民に対しては工

事費，いわゆる初期の分とか移転撤去費が要らなくなったと。これは，もともとそも
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そもからいうと早く新しく加入する場合は初め18万円ぐらい要って，その次に15万円

くらい要ると。初めに加入しておけば補助があって安くできるというようなことで加

入の促進をしたんですが，10年たってみたら初期投資の安い分だけでできるんだった

んやなと，技術革新もあったんでしょうけれども，かなり当初のなにとは違ってきた

っていうような感じもあるんですが，それはそれとして。あとはトラブル時の対応の

時間帯が広がったとか，町にとっては維持管理費が安くなるというようなことと思っ

とる。 

 私がもう少し知りたいのは，楽ビジョンがなくなりましたよね，この間出てきまし

たが，それがなくなるのだからそれにかわる何かというようなサービス，これは前か

ら何かの議員が質問しとったんですけど，そういうものはあるのかどうか。それと

か，この前テレビ徳島が請け負うんですが，町と契約すればテレビ徳島の勝浦の放送

枠が広がるとか，そういうことがあるのかどうか。通信速度っていうのは先ほども先

輩議員が言ってましたけど，どうも早くなったという感じはないということなんです

が，そういうことがあるのかどうかということですが，これは余り効果がないみたい

なんで省きますが，今言ったような楽ビジョンのかわりのサービス，それとテレビ徳

島にかえたら独自の何か優遇策というものがあるのかどうか，そこらあたりはどのよ

うになってますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 楽ビジョンについてはこれまでも申し上げま

したように，テレビでインターネットを見る装置でございまして，それができなくな

ったということでございます。もう一つは，先ほど言いましたようにアナログのチュ

ーナー役をしてましたけども，それについては楽ビジョンがなくなりましたので，国

の貸与事業でカバーしたということで，特にそのような状況でございます。 

 それから，テレ徳の放送枠が広がるということは余りメリットとしては出てきてま

せん。通常どおり，今までどおりの配信方法というか，回数なり年間の業務量として

していただけるということに変わりはございません。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 再度確認なんですが，新しくする場合の費用，先ほど言いま

した移転とか撤去の費用が要らなくなるとか，町のほうが維持管理が安くなる，町民
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にとってコンテンツの中でもっと充実されるようなことがあれば非常にわかりやすい

というか感じやすいところがあるというか，そういうことについてはないというよう

なことでよろしいんでしょうか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 今回の改修の中で，特に放送とか通信の面で

はないというふうに考えてます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 参事の答えの中にはなかったんですが，デメリットの分で

す。一部あったんですが，メールアドレスの変更とか料金徴収の方法についてややこ

しくなるというか，そういう変更はないということでよろしいんでしょうか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 先ほども申し上げましたように，一番問題に

なったのがメールアドレスの変更と，ＩＰ電話の番号が契約の関係で，その権利が譲

渡ができなければ変えざるを得んということが一番大きな問題でございました。役場

のほうからもビジネスソリューションでもお願いしましたし，ビジネスソリューショ

ンからも相手先の契約の事業者にお願いをいたしまして，基本的には変えることなく

移行ができましたので，そのままの番号なりメールアドレスが使えるということにな

ります。 

 それから，徴収方法につきましても，全契約がそのまま移行ができるということに

なりましたので，この分についても新たな変更契約をしなくてもそのまま移行ができ

て，今までどおりの取り扱いができるということになっております。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 今のは確認させていただいたということで了解ですが，３点

目は今後の課題ということで，ＩＲＵ契約っていうのは双方の合意がない限り一方か

らは破棄できない契約ということです。覚書は今後10年間ということになってます

が，ということはサービス，さっき言いましたいろんなオプションは何か覚書の中に

はあるみたいですが，新しいサービスとか料金設定の変更は今後10年間はないという

ことでしょうか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 
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○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 新しいＩＲＵの契約期間なんですけれども，

今議論しております。長いほうが長期契約で安くなるので有利なのか，機械のいろい

ろ変わりぐあいとかシステムの変更で短い期間で見直しをしていくほうが有利なの

か，こそらまだ決定はしておりませんけども，今議論をしておって，28年４月から始

まりますので，それまでに近々ですけども結論を出していきたいというふうに考えて

ます。10年という縛りでやってはおりません。見直しは十分あるというふうに考えて

ます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 契約書では最終的にそれは決まるということです。これは契

約書が４月１日に締結するというようなことになっとると思うんですが，今参事が言

われましたように長いほうが有利なのか，短いほうが臨機応変に対応できるのか，４

月１日までに結論は出すということと思うんですが，その中にも覚書の中に，詳細に

ついては別途協議をするというそういう一文があって，全てこれで対応できるんかと

いうようなことにもなるのかどうか，そこらあたり契約書の中ではかちっとしたもん

になるのかどうか，そこらあたりはどうでしょうか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 覚書の中ではそういうような表現をしてます

けども，契約書もきっちり決めたいと思っております。そういうことでご理解いただ

けたらいいと思います。何年になるかは，ここ数日の間に決定して業者間と決めたい

と思ってます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 町長，最後に町長に確認だけしておきたいんですが，今回の

ケーブルテレビのことについては料金のことも初め，工事の契約のことについても私

たち議会の議員のほうからもいろいろ質問も出ました。今までにもずっと質問があっ

て，工事費にしても３億7,000万円ぐらいでしたか最終的に，非常に大きな工事にな

って私も反省はしとるんですが，私たちもわからないまま進めてきたというようなと

ころは反省もしておりますが，今度工事が終わって新しく契約書も４月１日に結ばれ

て，また再度スタートするということについて，一遍今までのことがどうだったのか

という検証をするような機会は議会としても必要なのではないかなというような声も
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上がってるんですが，これについての対応を町長としても誠意を持ってしていただけ

るものかどうかの確認だけお願いします。 

○議長（国清一治君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この件については，事務的なことは当然事務処理をしてい

くわけでございますけども，料金とかいろんな件については十分協議をする機会はあ

ってもいいんではなかろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 町長のほうからもそういう答弁をいただきました。私たちと

しても検証はしていって，何か問題点はあったのか，今後どのように生かしていかな

ければいけないのかということをやはり詰めておく必要があると思います。 

 最後の項目になりますが，町財政の展望と課題について参事に質問しますが，伊丹

参事は財政のプロとして財政健全化に貢献され，大きな功績を残されました。有利な

財源の確保に努め，時には痛みを伴う歳出カットも断行し，展望を開くための道筋を

つけていただきました。その豊富な経験を振り返りながら，いま一度勝浦町の財政に

ついてどのようなことが必要と認識されているのか，見解を伺いたいと思います。 

 まず，国や県の財政悪化や町人口の減少による交付金などの減額が今後予想されま

すが，財源確保のためにはどのような見通しを持ってられるのかお願いします。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） まず，プロというような話がございましたけ

れども，プロではございませんし，ご承知のとおり平成18年ごろかなり財政的に悪く

なったということで，議会も行政も，当然住民の方も一丸となって行財政改革した結

果だと思っております。大変お世話になったと思っております。 

 それから，財源の見通しでございますけれども，現状はやっぱり依存財源に頼って

おるというのが大きな特徴でございます。大きく財政に影響する要因といたしまして

は，国の経済成長による地方への財政措置，こういうことになりますけれども，町に

おいてもやはり地域経済を活性化して自主財源の確保に努めていくべきと考えており

ます。 

 財源の確保とか財政の健全化については，これまでの行財政改革にありますよう
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に，歳入確保と歳出削減の取り組みが重要であると。特に財源については，自主財源

であります町税の確保，それから有利な財源であります補助金，また交付税措置のあ

ります起債を有効に活用していくということが大事であろうかと思ってます。 

 また，積立金，いろいろ一般財源化の積立金もありますし，目的を持った基金もご

ざいますけれども，それをしっかり将来的な事業に充てていくという目標を立てて積

み立てていくということが大事ではなかろうかというふうに考えております。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） ありがとうございます。 

 基金，積立金についてはまた後のほうで私も質問項目に入れておりますが，やはり

大事なのは自主財源の確保と有利な起債などということでございますが，それでは現

在の町財政の状態です。現在の各指標がいろいろ出てますが，26年度決算に基づくと

実質公債費比率は7.4％となっており，経常収支比率は74.6％となってますが，今の

水準ていうのはまだまだこれから改善が必要な水準なのか，それとも少しはこのぐら

いであったら余裕ができる水準なのか，私たちの現在の位置というのが，水準ちゅう

のが判断しかねるんですが，参事はどのように判断されてますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 一つの指標として財政健全化法がございまし

て，財政状況を判断する４つの基準をいつも９月の認定のときに公表しております。

この数字は一応基本でございますので，この数字をしっかり改善していくということ

が大事であろうかと思います。 

 じゃあどの値が一番いいのかということでございますが，当然よくなればそれにこ

したことはございませんけども，やはり将来的な事業の計画をしっかり立てて，年度

年度でどのぐらいの財源が必要になるかということを見越した上での数値改善に努め

ていくべきだと考えてます。一方，起債，公債費についてですけども，必要なものに

は当然お金を借りてやらないかんということになりますと，公債費は上がりますけど

も，当然それは住民にとっても必要な事業でありますので，そこらあたりは必要であ

れば当然借り入れをして事業をしっかりやっていくということが住民の福祉なりサー

ビス向上につながっていくということでございますので，そこらあたりの基準をしっ

かり将来性を見て判断していくべきというふうに考えてます。 
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○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 今までに，町は勝浦中学校の改築や役場，福祉センターの耐

震改修など大きな事業をしてきました。今後も救急体制や水道施設の整備，勝浦病院

の改築や運営支援などの多額の費用が必要となるのが見込まれますが，どのような対

策をすべきと考えていますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） これから取り組みます後期の総合計画，それ

から地方創生の事業，これを成功させていかなければならないというふうに考えてお

ります。このことが地域経済の活性化につながって，住民の所得が上がって豊かな生

活があると思っております。 

 今議員ご指摘のとおり，勝浦病院の改築，それから簡易水道の関係，これからやる

べきものが大変大きい事業がありますので，先ほども言いましたように，このあたり

をしっかり財源の確保をしてやっていくべきと思ってます。 

 公債比率につきましては，今３年間平均で7.4ぐらいなんですけども，単年度で言

いますと去年は3.幾らでした。これから勝浦中学校の元金の償還も入ってまいります

ので，徐々に上がってくる可能性というか，上がってくると考えております。そうい

うことも当然見越して，今後の大きな事業の借入額っていうのは設定しておくべきと

いうふうに考えてます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） また，29年度に町のバランスシートが完成して，それを活用

していくということなんですが，参事としてこのバランスシートを，なかなか専門的

に読むのは難しいと思うんですが，どういうところに着眼すれば有効活用ができると

いうように考えておりますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 公会計制度が採用されて，財務諸表の一つで

ある貸借対照表の作成が義務づけられました。ご承知のとおり，貸借対照その団体，

組織の資産と負債，当然資本もそうなんですけど，そういう財務状況についての分析

ができる資料となっております。町の財務の安全性ということについて，短期，長期

の両面から判断する材料というか，町が抱えます財政上の問題点とか課題，これが洗
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い出されてくると思いますので，バランスシートによって事業の執行とか財政計画の

指針を立てていければいいのかなというふうに考えています。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） そのときに，そういう分析というのは現在町の職員の能力で

できる範囲のもんなのか，それとも専門的な知識を持った外部に委託しなければいけ

ないもんなんか，そこらあたりはどんなようになっとんですか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 公表までは一応委託ということで，業者に委

託することにしておりますけど，その後どういうふうな対応をするかということです

けども，今やっておって感じておる，なかなか難しいなあと。資産等についても評価

の問題であるとか，職員ではしづらいところがたくさんございます。ただ，出てきた

数字を見るのはある程度できると思いますけど，その数字を見積もる過程は大変複雑

なところがありますので，そのあたりについてはやっぱり業者委託，専門業者でなけ

れば，一つ先ほど言いました鑑定とか，そういう資産の評価というのはなかなか職員

では難しいところがあると思いますので，そのあたりは民間なりそういう専門業者の

指導というか業務をしていただいて，出てきた数字については冷静に分析していくと

いうことは町のほうで当然やらなければ，町のことですので職員が検討委員会なりを

つくってきちんとした評価をしていくということが大事じゃなかろうかと思ってま

す。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 次に，先ほどちょっと出ました基金，積立金の見直しについ

て尋ねますが，今多くの基金があります。しかし，長年手つかずのものもあります。

素人的に考えたら，使える事業には今ある基金を優先的に使って，その分で余裕がで

きた分を財政調整基金とか減債基金のほうを積み増したほうが，今後より弾力的な運

用ができるのではないかと思うのですが，そこらあたりはどのように認識してます

か。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 基金についてはいろいろ見方がございまし

て，私ども役場の，町から見たら財調とかに積んだほうが使いやすいということで，
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積みたがるんですけども，一方国から見たら自由な金があるでないかと，財政上地方

は裕福ではないかというような判断がされて，非常にそのあたりで県，国とはいろい

ろ議論があるんですけども，そのあたりはできましたらきちんと特目に進んでいく

と。きちんと財政計画を立てて必要な今後の事業についてきちんと見積もりを立て

て，それに積んでいくということをきちんとしていかないかんだろうと思ってますの

で，我々も反省すべきところなんですけど，決算なり年度末の収支が出ましたら単純

に財調に積んできたわけですけども，そのあたりは今後は今言いましたようにちゃん

と目的をもったものに限定して積んでいくというほうがいいのかなというふうな感覚

でおります。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 

○６番（篰 公一君） 町と国や県と立場が変われば見方も変わるというようなこと

と思うんですが，次は言ってることが逆かもわからんのんですが，今参事が言われた

ことと関連もするんですが，今後，先ほど言いましたように大型事業，先ほどから出

てきた今回ケーブルテレビの事業で，改修工事に３億7,000万円も要った，10年とい

うことでしたが，単純に考えれば年々4,000万円ぐらいの経費が，また10年，年度は

５年後にするか10年後にするかはともかくとして，工事自身はまた10年後，また１番

議員が言ってましたように耐用年数と寿命は違うということになればもう少し長いこ

と工事のほうはもつんかもわかりませんが，いずれにしろまたある程度の中・長期的

なときには大きな金額が必要となります。それと，病院とか水道，これは当然有利な

財源は確保していくというのは当然なんですが，積立金を積んだほうが後々のその年

度の町の予算にやりやすくなるんではないかなと思うんですが，そこらあたり中・長

期的に５年とか10年の事業を見据えて積立金を積むというようなことはどういうぐあ

いに考えておられますか。 

○議長（国清一治君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 当然そうすべきと考えてます。基金等がなけ

れば大きな事業をする年にほかの事業に影響してまいりますので，事業が安定して毎

年度できるためにも，特別な大きな事業については基金積み立てをきちんとして，そ

れで対応していくということが大事だというふうに考えてます。 

○議長（国清一治君） ６番議員。 
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○６番（篰 公一君） 参事の見解をるる聞かせていただけました。今後は私個人と

しても，また議会のチェック機能を生かすためにも十分に参考にさせていただいて，

今後に役立てていきたいと思います。 

 以上をもって私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございま

した。 

○議長（国清一治君） 以上で６番議員篰公一君の一般質問は終了しました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさんでした。 

            午後４時45分 散会 

 


